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議第５８号

橿原市役所の位置に関する条例の一部改正について

橿原市役所の位置に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和３年１２月６日提出

橿原市長 亀田 忠彦

橿原市役所の位置に関する条例の一部を改正する条例

橿原市役所の位置に関する条例（昭和３４年橿原市条例第２０号）の一部を次の表のように改正する。

（下線部分は改正部分）

新旧対照表

改 正 前 改 正 後

橿原市八木町１丁目５１０番地 橿原市小房町１１番５号

附 則

この条例は、公布の日から起算して３年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

理由 橿原市役所の位置を変更するため、所要の改正を行うもの
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議第５９号

橿原市役所行政組織条例の一部改正について

橿原市役所行政組織条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和３年１２月６日提出

橿原市長 亀田 忠彦

橿原市役所行政組織条例の一部を改正する条例

橿原市役所行政組織条例（平成８年橿原市条例第２７号）の一部を次の表のように改正する。

（下線部分は改正部分）

新旧対照表

改 正 前 改 正 後

（内部組織の設置）

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５８条第１項の規定に基づき、市長

の権限に属する事務を分掌させるため、次の内部組織を置く。

総務部

企画部

危機管理部

魅力創造部

市民活動部

福祉部

健康部

（内部組織の設置）

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５８条第１項の規定に基づき、市長

の権限に属する事務を分掌させるため、次の内部組織を置く。

企画戦略部

総務部

財務部

魅力創造部

こども・健康スポーツ部

福祉部
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改 正 前 改 正 後

環境づくり部

まちづくり部

（事務分掌）

第２条 前条の内部組織の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

総務部

（１） 市議会に関すること。

（２） 例規その他文書に関すること。

（３） 市の予算その他財務に関すること。

（４） 市税の賦課及び徴収に関すること。

（５） 総合的な情報システムの管理に関すること。

環境部

都市デザイン部

都市マネジメント部

（事務分掌）

第２条 前条の内部組織の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

企画戦略部

（１） 秘書に関すること。

（２） 広報に関すること。

（３） 市の総合企画に関すること。

（４） 総合的なデジタル戦略に関すること。

（５） 人事及び給与に関すること。

（６） 人権施策に関すること。

総務部

（１） 市議会に関すること。

（２） 例規その他文書に関すること。

（３） 危機管理の総括に関すること。

（４） 総合防災及び国民保護に関すること。

（５） 市民協働の推進、自治振興及び生活安全に関すること。

（６） 戸籍、住民記録及び総合窓口に関すること。

（７） 広聴に関すること。

（８） 総合的な情報システムの管理に関すること。
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改 正 前 改 正 後

（６） 他部の主管に属しないこと。

企画部

（１） 市の総合企画に関すること。

（２） 広報広聴に関すること。

（３） 秘書に関すること。

（４） 人事及び給与に関すること。

（５） 市有財産の総合管理及び経営に関すること。

（６） 八木駅周辺整備に関すること。

（７） 奈良県立医科大学を中心としたまちづくりに関すること。

（８） 庁舎整備に関すること。

（９） 総合的なデジタル戦略に関すること。

危機管理部

（１） 危機管理の総括に関すること。

（２） 総合防災及び国民保護に関すること。

（３） 工事等の入札及び検査に関すること。

魅力創造部

（９） 他部の主管に属しないこと。

財務部

（１） 市の予算その他財務に関すること。

（２） 市有財産の総合管理及び経営に関すること。

（３） 工事等の入札及び検査に関すること。

（４） 市税の賦課及び徴収に関すること。

魅力創造部

（１） 商工の振興及び移住に関すること。
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改 正 前 改 正 後

（１） 観光及び地域資源の魅力創造に関すること。

（２） 商工の振興及び移住に関すること。

（３） 農政及び土地改良に関すること。

（４） 文化及び芸術の振興に関すること。

（５） スポーツの振興及び企画に関すること。

（６） 世界遺産登録に関すること。

市民活動部

（１） 市民協働の推進、自治振興及び生活安全に関すること。

（２） 戸籍、住民記録及び総合窓口に関すること。

（３） 人権施策に関すること。

福祉部

（１） 地域福祉及び生活支援に関すること。

（２） 生活保護に関すること。

（３） 障がい福祉に関すること。

（４） 介護保険に関すること。

（２） 観光及び地域資源の魅力創造に関すること。

（３） 世界遺産登録に関すること。

（４） 文化財の保存及び活用に関すること。

こども・健康スポーツ部

（１） 保健及び健康づくりに関すること。

（２） 医療給付及び年金に関すること。

（３） スポーツの振興及び企画に関すること。

（４） 子育て支援に関すること。

（５） 就学前の教育・保育に関すること。

福祉部

（１） 地域福祉及び生活支援に関すること。

（２） 生活保護に関すること。

（３） 障がい福祉に関すること。

（４） 介護保険に関すること。



5

改 正 前 改 正 後

（５） 地域包括支援に関すること。

健康部

（１） 保健及び健康づくりに関すること。

（２） 国民健康保険及び医療費の助成に関すること。

（３） 子育て支援に関すること。

（４） こども園等保育に関すること。

環境づくり部

（１） 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

（２） 環境の保全に関すること。

（３） 環境対策及び衛生に関すること。

まちづくり部

（１） 道路、橋りょう、河川等に関すること。

（２） 都市計画及び公共交通に関すること。

（３） 住宅政策及び市営住宅に関すること。

（４） 緑地及び景観の保全に関すること。

（５） 建築指導に関すること。

（５） 地域包括支援に関すること。

環境部

（１） 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

（２） 環境の保全に関すること。

（３） 環境対策及び衛生に関すること。

都市デザイン部

（１） 都市計画及び公共交通に関すること。

（２） 企業立地推進に関すること。

（３） 八木駅周辺整備に関すること。

（４） 奈良県立医科大学を中心としたまちづくりに関すること。

（５） 緑地及び景観の保全に関すること。
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改 正 前 改 正 後

（６） 農政及び土地改良に関すること。

都市マネジメント部

（１） 道路、橋りょう、河川等に関すること。

（２） 住宅政策及び市営住宅に関すること。

（３） 建築指導に関すること。

（４） 公共施設等の建設及び営繕に関すること。

（５） 庁舎整備に関すること。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、令和４年４月１日から施行する。

（橿原市建築審査会条例の一部改正）

第２条 橿原市建築審査会条例（平成２年橿原市条例第１７号）の一部を次の表のように改正する。

（下線部分は改正部分）

新旧対照表

改 正 前 改 正 後

（関係者の出席）

第５条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明

を聞くことができる。

（審査会事務局）

第６条 審査会の事務局をまちづくり部に置く。

２ 事務局に幹事及び書記若干名を置き、市長が任命する。

（関係者の出席）

第５条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明

を聴くことができる。

（審査会事務局）

第６条 審査会の事務局を都市マネジメント部に置く。

２ 事務局に幹事及び書記若干名を置き、市長が任命する。
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理由 社会情勢の変化や住民サービスの多様化等の行政課題に効率的に対応するため、部の名称及び所掌する事務の見直しを行うもの
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議第６０号

橿原市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部改正について

橿原市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和３年１２月６日提出

橿原市長 亀田 忠彦

橿原市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部を改正する条例

橿原市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例（平成２３年橿原市条例第２４号）の一部を次の表のように改正する。

（下線部分は改正部分）

新旧対照表

改 正 前 改 正 後

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２３条第１

項の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事務は、市長が管理し、及び執行することと

する。

（１） （略）

（２） 文化に関すること（文化財の保護に関することを除く。）。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２３条第１

項の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事務は、市長が管理し、及び執行することと

する。

（１） 博物館法（昭和２６年法律第２８５号）第１０条の登録を受ける博物館の設

置、管理及び廃止に関すること（地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２１

条第７号から第９号まで及び第１２号に掲げる事務のうち、当該博物館のみに係る

ものを含む。）。

（２） （略）

（３） 文化財の保護に関すること。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、附則第９条の規定は、公布の日から施行する。

（経過措置）
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第２条 この条例の施行前に、この条例による改正前の各条例の規定によりなされた行為又は手続は、この条例による改正後の各条例の相当する規定によりなされた行為又は手続とみ

なす。

（橿原市文化財保護条例の一部改正）

第３条 橿原市文化財保護条例（昭和４９年橿原市条例第３４号）の一部を次の表のように改正する。

（下線部分は改正部分）

新旧対照表

改 正 前 改 正 後

（市民、所有者等の心構え）

第３条 市民は、文化財の愛護に努めるとともに、橿原市教育委員会（以下「教育委員

会」という。）がこの条例の規定に基づいて行う措置に誠実に協力しなければならな

い。

２・３ （略）

（財産権の尊重等）

第４条 教育委員会は、この条例の施行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を

尊重するとともに文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

（審議会の設置及び任務）

第５条 教育委員会に橿原市文化財審議会（以下「審議会」という。）を置く。

２ 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、審議、答申を行うとともに、文化財に関して意

見を具申することができる。

（組織）

第６条 （略）

２ 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

（市民、所有者等の心構え）

第３条 市民は、文化財の愛護に努めるとともに、市がこの条例の規定に基づいて行う措

置に誠実に協力しなければならない。

２・３ （略）

（財産権の尊重等）

第４条 市長は、この条例の施行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重す

るとともに文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

（審議会の設置及び任務）

第５条 市長の附属機関として、橿原市文化財審議会（以下「審議会」という。）を置

く。

２ 審議会は、市長の諮問に応じ、審議、答申を行うとともに、文化財に関して意見を具

申することができる。

（組織）

第６条 （略）

２ 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
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改 正 前 改 正 後

（１）～（３） （略）

３ （略）

４ 前項の部会の委員は、審議会の委員のうち、当該特別の事項を担任する委員及び次に

掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する特別委員をもって組織する。

（１）・（２） （略）

（３） その他教育委員会が必要と認める者

（指定）

第８条 教育委員会は、法及び奈良県文化財保護条例（昭和５２年奈良県条例第２６号）

により指定を受けた文化財（以下「国・県指定文化財」という。）以外の文化財で、本

市にとって重要なものを所有者又は保持者の申請若しくは同意を得て審議会の意見を聞

き、市長と協議の上、橿原市指定文化財（以下「市指定文化財」という。）に指定する

ことができる。

２ （略）

（文化財保存地区の指定）

第９条 教育委員会は、国・県指定文化財及び市指定文化財の付近をも保存の必要がある

と認めたときは、審議会の意見を聞き、市長と協議の上、一定地域を定め文化財保存地

区（以下「保存地区」という。）として指定することができる。

２ 前項の規定による保存地区の保存に影響を及ぼすおそれのあるときは、教育委員会は

所有者その他の関係を有する者（以下「所有者等」という。）と協議して保存に関して

必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

３ （略）

（解除）

（１）～（３） （略）

３ （略）

４ 前項の部会の委員は、審議会の委員のうち、当該特別の事項を担任する委員及び次に

掲げる者のうちから市長が委嘱する特別委員をもって組織する。

（１）・（２） （略）

（３） その他市長が必要と認める者

（指定）

第８条 市長は、法及び奈良県文化財保護条例（昭和５２年奈良県条例第２６号）により

指定を受けた文化財（以下「国・県指定文化財」という。）以外の文化財で、本市にと

って重要なものを所有者又は保持者の申請若しくは同意を得て審議会の意見を聴き、橿

原市指定文化財（以下「市指定文化財」という。）に指定することができる。

２ （略）

（文化財保存地区の指定）

第９条 市長は、国・県指定文化財及び市指定文化財の付近をも保存の必要があると認め

たときは、審議会の意見を聴き、一定地域を定め文化財保存地区（以下「保存地区」と

いう。）として指定することができる。

２ 前項の規定による保存地区の保存に影響を及ぼすおそれのあるときは、市長は所有者

その他の関係を有する者（以下「所有者等」という。）と協議して保存に関して必要な

措置を講ずるよう努めるものとする。

３ （略）

（解除）
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改 正 前 改 正 後

第１０条 市指定文化財又は保存地区がその価値を失ったとき、その他の事由があるとき

は教育委員会は審議会の意見を聞いてその指定を解除することができる。

２ （略）

（管理義務及び管理責任者）

第１１条 市指定文化財の所有者等は、この条例並びに教育委員会の指示に従い、当該文

化財の管理及び活用について常に善良な注意をはらわなければならない。

２ （略）

（所有者等の変更）

第１２条 市指定文化財の所有者等は、所有権の移転又は住所、氏名を変更したときは、

速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。市指定文化財の所在場所を変

更したときもまた同様とする。

（現状変更等の届出）

第１３条 市指定文化財の現状を変更しようとするとき又は保存に影響を及ぼす行為若し

くは修理しようとするときは、所有者等は教育委員会に届け出なければならない。

（滅失、き損等の届出）

第１４条 市指定文化財の全部又は一部が滅失、き損、亡失若しくは盗難にあったとき等

異常を認めたときは、所有者等は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならな

い。

（公開、出品等）

第１６条 教育委員会は、国・県指定文化財又は市指定文化財の所有者等に対し、期限を

付して公開又は出品等を要請することができる。

２ （略）

第１０条 市指定文化財又は保存地区がその価値を失ったとき、その他の事由があるとき

は市長は審議会の意見を聴いてその指定を解除することができる。

２ （略）

（管理義務及び管理責任者）

第１１条 市指定文化財の所有者等は、この条例並びに市長の指示に従い、当該文化財の

管理及び活用について常に善良な注意をはらわなければならない。

２ （略）

（所有者等の変更）

第１２条 市指定文化財の所有者等は、所有権の移転又は住所、氏名を変更したときは、

速やかにその旨を市長に届け出なければならない。市指定文化財の所在場所を変更した

ときもまた同様とする。

（現状変更等の届出）

第１３条 市指定文化財の現状を変更しようとするとき又は保存に影響を及ぼす行為若し

くは修理しようとするときは、所有者等は市長に届け出なければならない。

（滅失、毀損等の届出）

第１４条 市指定文化財の全部又は一部が滅失、毀損、亡失若しくは盗難にあったとき等

異常を認めたときは、所有者等は速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

（公開、出品等）

第１６条 市長は、国・県指定文化財又は市指定文化財の所有者等に対し、期限を付して

公開又は出品等を要請することができる。

２ （略）
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（調査及び報告）

第１７条 教育委員会は必要があるとき、市指定文化財を調査し、又は市指定文化財の所

有者等に対して市指定文化財の現状又は管理若しくは修理の状況に関する報告を求める

ことができる。

（委任）

第１９条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会がこれを定める。

（調査及び報告）

第１７条 市長は必要があるとき、市指定文化財を調査し、又は市指定文化財の所有者等

に対して市指定文化財の現状又は管理若しくは修理の状況に関する報告を求めることが

できる。

（委任）

第１９条 この条例の施行について必要な事項は、市長がこれを定める。

（橿原市昆虫館条例の一部改正）

第４条 橿原市昆虫館条例（平成元年橿原市条例第２１号）の一部を次の表のように改正する。

（下線部分は改正部分）

新旧対照表

改 正 前 改 正 後

（入館の制限等）

第４条 橿原市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、次の各号のいずれかに該

当するときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。

（１）～（７） （略）

（協議会）

第６条 （略）

２ （略）

３ 委員は、学識経験者、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動

を行う者、関係行政機関の職員並びに地域の代表者の中から教育委員会がこれを任命す

る。

４ （略）

（入館の制限等）

第４条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館させる

ことができる。

（１）～（７） （略）

（協議会）

第６条 （略）

２ （略）

３ 委員は、学識経験者、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動

を行う者、関係行政機関の職員並びに地域の代表者の中から市長がこれを任命する。

４ （略）
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５ 第１項から前項までに定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育委員会が

別に定める。

（委任）

第７条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

５ 第１項から前項までに定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が別に定

める。

（委任）

第７条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

（橿原市伝統的建造物群保存地区保存条例の一部改正）

第５条 橿原市伝統的建造物群保存地区保存条例（平成元年橿原市条例第２９号）の一部を次の表のように改正する。

（下線部分は改正部分）

新旧対照表

改 正 前 改 正 後

（保存計画）

第３条 橿原市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、橿原市伝統的建造物群保

存地区保存審議会（以下「審議会」という。）の意見を聴いて、保存地区の保存に関す

る計画（以下「保存計画」という。）を定めるものとする。

２ （略）

３ 教育委員会は、第１項の保存計画を定めたときは、これを告示しなければならない。

４ （略）

（現状変更行為の制限）

第４条 保存地区内における次の各号に掲げる行為については、あらかじめ、市長及び教

育委員会の許可を受けなければならない。

（１）～（６） （略）

２ （略）

３ 市長及び教育委員会は、第１項の許可を与える場合には、保存地区の保存のため必要

（保存計画）

第３条 市長は、橿原市伝統的建造物群保存地区保存審議会（以下「審議会」という。）

の意見を聴いて、保存地区の保存に関する計画（以下「保存計画」という。）を定める

ものとする。

２ （略）

３ 市長は、第１項の保存計画を定めたときは、これを告示しなければならない。

４ （略）

（現状変更行為の制限）

第４条 保存地区内における次の各号に掲げる行為については、あらかじめ、市長の許可

を受けなければならない。

（１）～（６） （略）

２ （略）

３ 市長は、第１項の許可を与える場合には、保存地区の保存のため必要な限度において
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な限度において条件を付することができる。

（許可の基準）

第５条 市長及び教育委員会は、前条第１項各号に掲げる行為で、次の各号に定める基準

に適合しないものについては、同項の規定による許可をしてはならない。

（１）～（８） （略）

（国の機関等に関する特例）

第６条 国若しくは地方公共団体の機関又は法令の規定により国の行政機関若しくは地方

公共団体の機関とみなされる法人（以下「国の機関等」という。）が行う行為について

は、第４条第１項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関等

は同項の許可に係る行為をしようとするときは、あらかじめ、市長及び教育委員会に協

議しなければならない。

第７条 文化財保護法施行令（昭和５０年政令第２６７号）第４条第６項各号に規定する

行為及びこれらに類する行為で保存地区の保存に著しい支障を及ぼすおそれがないもの

として規則で定めるものについては、第４条第１項及び前条の規定は適用しない。この

場合において、同項の許可又は同条の協議に係る行為をしようとするときは、あらかじ

め、市長及び教育委員会にその旨を通知しなければならない。

（助言等）

第８条 市長及び教育委員会は、保存地区の保存のために必要があると認めたときは、保

存地区内において第４条第１項各号に掲げる行為をしようとする者又はした者に対して

必要な指導、助言又は勧告をすることができる。

（許可の取消し等）

第９条 市長及び教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、保存地区の

条件を付することができる。

（許可の基準）

第５条 市長は、前条第１項各号に掲げる行為で、次の各号に定める基準に適合しないも

のについては、同項の規定による許可をしてはならない。

（１）～（８） （略）

（国の機関等に関する特例）

第６条 国若しくは地方公共団体の機関又は法令の規定により国の行政機関若しくは地方

公共団体の機関とみなされる法人（以下「国の機関等」という。）が行う行為について

は、第４条第１項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関等

は同項の許可に係る行為をしようとするときは、あらかじめ、市長に協議しなければな

らない。

第７条 文化財保護法施行令（昭和５０年政令第２６７号）第４条第６項各号に規定する

行為及びこれらに類する行為で保存地区の保存に著しい支障を及ぼすおそれがないもの

として規則で定めるものについては、第４条第１項及び前条の規定は適用しない。この

場合において、同項の許可又は同条の協議に係る行為をしようとするときは、あらかじ

め、市長にその旨を通知しなければならない。

（助言等）

第８条 市長は、保存地区の保存のために必要があると認めたときは、保存地区内におい

て第４条第１項各号に掲げる行為をしようとする者又はした者に対して必要な指導、助

言又は勧告をすることができる。

（許可の取消し等）

第９条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、保存地区の保存のため必要
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保存のため必要な限度において、第４条第１項の規定によってした許可を取り消し、又

は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて、建築物等の改築、移

転又は除却その他違反を是正するため必要な措置を執ることを命ずることができる。

（１）～（４） （略）

２ 市長及び教育委員会は、前項の規定により、処分をし、又は必要な措置を執ることを

命じようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴き、かつ、当該処分又は措置を

命ずべき者について聴聞を行わなければならない。

（審議会の設置等）

第１１条 教育委員会に審議会を置く。

２ 審議会は、市長及び教育委員会の諮問に応じ、保存地区の保存等に関する重要事項に

ついて調査審議し、及びこれらの事項について市長及び教育委員会に建議する。

３ 審議会の委員の定数は２０人以内とし、学識経験者、関係行政機関の職員、関係地域

を代表する者等のうちから、教育委員会が委嘱する。

４・５ （略）

（委任）

第１４条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長及び教育委員会が別に定める。

な限度において、第４条第１項の規定によってした許可を取り消し、又は工事その他の

行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて、建築物等の改築、移転又は除却その

他違反を是正するため必要な措置を執ることを命ずることができる。

（１）～（４） （略）

２ 市長は、前項の規定により、処分をし、又は必要な措置を執ることを命じようとする

ときは、あらかじめ、審議会の意見を聴き、かつ、当該処分又は措置を命ずべき者につ

いて聴聞を行わなければならない。

（審議会の設置等）

第１１条 市長の附属機関として、審議会を置く。

２ 審議会は、市長の諮問に応じ、保存地区の保存等に関する重要事項について調査審議

し、及びこれらの事項について市長に建議する。

３ 審議会の委員の定数は２０人以内とし、学識経験者、関係行政機関の職員、関係地域

を代表する者等のうちから、市長が委嘱する。

４・５ （略）

（委任）

第１４条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

（橿原市今井町伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例の一部改正について）

第６条 橿原市今井町伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例（平成５年橿原市条例第５号）の一部を次の表のように改正する。

（下線部分は改正部分）

新旧対照表

改 正 前 改 正 後

（伝統的建造物以外の建築物その他の工作物に関する制限の緩和） （伝統的建造物以外の建築物その他の工作物に関する制限の緩和）
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第７条 保存地区内の伝統的建造物以外の建築物その他の工作物で、保存条例第３条第２

項第３号の規定により定める保存整備計画に規定する「修景に関する基準（平成５年橿

原市教育委員会告示第４号）」に適合するもの（以下「修景に関する基準に適合する建

築物」という。）について建築等をする場合において、次の各号に定める要件に該当す

るものについては、当該各号に掲げる法の規定の適用はしない。

（１）建築等を行ったときの修景に関する基準に適合する建築物の壁面の位置が、当該修

景に関する基準に適合する建築物を含む街区辺にある伝統的建造物の１階壁面の前面

道路の中心線に対する最短位置又は橿原市教育委員会が定める壁面位置から道路の側

に超えないもので、市長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許

可したもの 法第４４条第１項本文

（２）・（３） （略）

２ （略）

第７条 保存地区内の伝統的建造物以外の建築物その他の工作物で、保存条例第３条第２

項第３号の規定により別に定める修景に関する基準に適合するもの（以下「修景に関す

る基準に適合する建築物」という。）について建築等をする場合において、次の各号に

定める要件に該当するものについては、当該各号に掲げる法の規定の適用はしない。

（１）建築等を行ったときの修景に関する基準に適合する建築物の壁面の位置が、当該修

景に関する基準に適合する建築物を含む街区辺にある伝統的建造物の１階壁面の前面

道路の中心線に対する最短位置又は市長が定める壁面位置から道路の側に超えないも

ので、市長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したもの

法第４４条第１項本文

（２）・（３） （略）

２ （略）

（かしはら万葉ホール条例の一部改正）

第７条 かしはら万葉ホール条例（平成８年橿原市条例第１号）の一部を次の表のように改正する。

（下線部分は改正部分）

新旧対照表

改 正 前 改 正 後

（使用の許可）

第５条 橿原市文化ホール（以下「文化ホール」という。）を使用しようとする者は、あ

らかじめ市長の許可を受けなければならない。

２ 市長は、文化ホールの管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付

（使用の許可）

第５条 橿原市文化ホール（以下「文化ホール」という。）を使用しようとする者は、あ

らかじめ橿原市教育委員会（以下「教育委員会」という。）の許可を受けなければなら

ない。

２ 教育委員会は、文化ホールの管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条
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すことができる。

（使用の制限）

第６条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

（１）～（４） （略）

（５） 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

（許可の取消し等）

第７条 市長は、使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）が次の各号のいずれ

かに該当するときは、使用条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取

り消すことができる。この場合において、使用者に生じた損害については、市は、賠償

の責めを負わない。

（１） この条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示に違反したとき。

（２）～（４） （略）

（５） 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

（入館の制限等）

第９条 市長は、文化ホールに入館する者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館

を拒否し、又は退館させることができる。

（１） （略）

（２） 動物類（身体障害者補助犬法（平成１４年法律第４９号）に規定する身体障害

者補助犬（以下「身体障害者補助犬」という。）及び市長が特に必要と認める動物類

を除く。）を携帯する者

（３）・（４） （略）

件を付すことができる。

（使用の制限）

第６条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

（１）～（４） （略）

（５） 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。

（許可の取消し等）

第７条 教育委員会は、使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）が次の各号の

いずれかに該当するときは、使用条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許

可を取り消すことができる。この場合において、使用者に生じた損害については、市

は、賠償の責めを負わない。

（１） この条例若しくはこの条例に基づく規則又は教育委員会の指示に違反したと

き。

（２）～（４） （略）

（５） 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。

（入館の制限等）

第９条 教育委員会は、文化ホールに入館する者が次の各号のいずれかに該当するとき

は、入館を拒否し、又は退館させることができる。

（１） （略）

（２） 動物類（身体障害者補助犬法（平成１４年法律第４９号）に規定する身体障害

者補助犬（以下「身体障害者補助犬」という。）及び教育委員会が特に必要と認める

動物類を除く。）を携帯する者

（３）・（４） （略）
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（施設の模様替え等）

第１２条 使用者は、文化ホールの使用に際し、施設等の模様替え又は特別の設備を設置

し、若しくは備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受

けなければならない。

（原状回復の義務）

第１３条 （略）

２ 使用者が前項に規定する義務を履行しなかったときは、市長がこれを代行し、その費

用は、使用者が負担しなければならない。

別表第１（第１０条関係）

６ 設備等の使用料は、市長が規則で定める。

（施設の模様替え等）

第１２条 使用者は、文化ホールの使用に際し、施設等の模様替え又は特別の設備を設置

し、若しくは備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許

可を受けなければならない。

（原状回復の義務）

第１３条 （略）

２ 使用者が前項に規定する義務を履行しなかったときは、教育委員会がこれを代行し、

その費用は、使用者が負担しなければならない。

別表第１（第１０条関係）

６ 設備等の使用料は、教育委員会が規則で定める。

（歴史に憩う橿原市博物館条例の一部改正）

第８条 歴史に憩う橿原市博物館条例条例（平成２５年橿原市条例第３０号）の一部を次の表のように改正する。

（下線部分は改正部分）

新旧対照表

改 正 前 改 正 後

（管理）

第３条 博物館は、橿原市教育委員会（以下「教育委員会」という。）がこれを管理す

る。

（事業）

第４条 博物館は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

（１）～（６） （略）

（７） その他教育委員会が必要と認める事業

（管理）

第３条 博物館は、市長がこれを管理する。

（事業）

第４条 博物館は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

（１）～（６） （略）

（７） その他市長が必要と認める事業
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改 正 前 改 正 後

（入館の制限）

第５条 教育委員会は、博物館に入館しようとする者又は入館した者が次の各号のいずれ

かに該当するときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。

（１） （略）

（２） 動物類（身体障害者補助犬法（平成１４年法律第４９号）に規定する身体障害

者補助犬及び教育委員会が特に必要と認める動物類を除く。）を携帯する者

（３）～（６） （略）

（撮影等の許可）

第６条 博物館において資料の撮影、模写、模造等（以下「撮影等」という。）の行為を

しようとする者（以下「申請者」という。）は、あらかじめ教育委員会の許可を受けな

ければならない。

２ 教育委員会は、資料の管理上支障があると認めるときは、前項の許可に条件を付すこ

とができる。

３ （略）

（協議会）

第８条 （略）

２ （略）

３ 委員は、学識経験者、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動

を行う者、関係行政機関の職員並びに地域の代表者の中から教育委員会がこれを任命す

る。

４ （略）

５ 第１項から前項までに定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育委員会が

（入館の制限）

第５条 市長は、博物館に入館しようとする者又は入館した者が次の各号のいずれかに該

当するときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。

（１） （略）

（２） 動物類（身体障害者補助犬法（平成１４年法律第４９号）に規定する身体障害

者補助犬及び市長が特に必要と認める動物類を除く。）を携帯する者

（３）～（６） （略）

（撮影等の許可）

第６条 博物館において資料の撮影、模写、模造等（以下「撮影等」という。）の行為を

しようとする者（以下「申請者」という。）は、あらかじめ市長の許可を受けなければ

ならない。

２ 市長は、資料の管理上支障があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことがで

きる。

３ （略）

（協議会）

第８条 （略）

２ （略）

３ 委員は、学識経験者、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動

を行う者、関係行政機関の職員並びに地域の代表者の中から市長がこれを任命する。

４ （略）

５ 第１項から前項までに定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が別に定
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改 正 前 改 正 後

別に定める。

（委任）

第９条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

める。

（委任）

第９条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

（橿原市まちなみ交流センター条例の一部を改正する条例の一部改正）

第９条 橿原市まちなみ交流センター条例の一部を改正する条例（令和３年橿原市条例第２０号）の一部を次の表のように改正する。

（下線部分は改正部分）

新旧対照表

改 正 前 改 正 後

（管理）

第２２条 今井町内公共施設は、橿原市教育委員会が、これを管理する。

（準用規定）

第２３条 第６条から第１０条まで、第１２条及び第１３条の規定は、今井町内公共施設

について準用する。この場合において、これらの規定中「今井にぎわい拠点施設」とあ

るのは、「今井町内公共施設」と、「別表第１」とあるのは「別表第１又は別表第２」

と、第７条から第９条までの規定中「市長」とあるのは「橿原市教育委員会」と読み替

える。

（管理）

第２２条 今井町内公共施設は、市長が、これを管理する。

（準用規定）

第２３条 第６条から第１０条まで、第１２条及び第１３条の規定は、今井町内公共施設

について準用する。この場合において、これらの規定中「今井にぎわい拠点施設」とあ

るのは、「今井町内公共施設」と、「別表第１」とあるのは「別表第１又は別表第２」

と読み替える。

理由 教育委員会が所掌する登録博物館及び文化財に関する事務を市長に移管し、市長が所管する文化に関する事務を教育委員会に移管するため、所要の改正を行うもの



1

議第６１号

橿原市高齢者大学校条例の廃止について

橿原市高齢者大学校条例を廃止する条例を次のように定める。

令和３年１２月６日提出

橿原市長 亀田 忠彦

橿原市高齢者大学校条例を廃止する条例

橿原市高齢者大学校条例（平成１２年橿原市条例第９号）は、廃止する。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、令和４年４月１日から施行する。

（橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）

第２条 橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３２年橿原市条例第９号）の一部を次の表のように改正する。

（下線部分は改正部分）

新旧対照表

改 正 前 改 正 後

別表（第２条、第５条関係） 別表（第２条、第５条関係）

区分 報酬額（円） 費用弁償

１ （略）

橿原市青少年センター運営委員会の委員 日額 １０，０００ 〃

橿原市高齢者大学校運営委員会の委員 日額 １０，０００ 〃

区分 報酬額（円） 費用弁償

１ （略）

橿原市青少年センター運営委員会の委員 日額 １０，０００ 〃
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改 正 前 改 正 後

（略）

（略）

（略）

（略）

（橿原市執行機関の附属機関に関する条例の一部改正）

第３条 橿原市執行機関の附属機関に関する条例（平成２４年橿原市条例第２３号）の一部を次の表のように改正する。

（下線部分は改正部分）

新旧対照表

改 正 前 改 正 後

別表（第２条、第３条関係） 別表（第２条、第３条関係）

附属機関

の属する

執行機関

附属機関 担任事務 委員の定数

（略）

教育委員会 （略）

橿原市青少年センター運

営委員会

青少年センターにおけ

る企画実施についての

審議に関する事務

８人以内

橿原市高齢者大学校運営

委員会

高齢者大学校の運営に

ついての審議に関する

８人以内

附属機関

の属する

執行機関

附属機関 担任事務 委員の定数

（略）

教育委員会 （略）

橿原市青少年センター運

営委員会

青少年センターにおけ

る企画実施についての

審議に関する事務

８人以内
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改 正 前 改 正 後

事務

理由 橿原市高齢者大学校を廃止するため、条例を廃止するもの
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議第６２号

橿原市執行機関の附属機関に関する条例の一部改正について

橿原市執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和３年１２月６日提出

橿原市長 亀田 忠彦

橿原市執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例

橿原市執行機関の附属機関に関する条例（平成２４年橿原市条例第２３号）の一部を次の表のように改正する。

（下線部分は改正部分）

新旧対照表

改 正 前 改 正 後

別表（第２条、第３条関係） 別表（第２条、第３条関係）

附属機関

の属する

執行機関

附属機関 担任事務 委員の定数

市長 （略）

橿原市一般廃棄物処理施

設長期包括運営委託事業

者選定委員会

一般廃棄物処理施設の

長期包括運営委託の実

施に際して、事業者の

選定及び事業推進につ

いての審査に関する事

務

１０人以内

附属機関

の属する

執行機関

附属機関 担任事務 委員の定数

市長 （略）

橿原市一般廃棄物処理施

設長期包括運営委託事業

者選定委員会

一般廃棄物処理施設の

長期包括運営委託の実

施に際して、事業者の

選定及び事業推進につ

いての審査に関する事

務

１０人以内
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改 正 前 改 正 後

（略）

橿原市営斎場改修・運営

事業者選定委員会

市営斎場の改修及び運

営事業の実施に際し

て、事業者の選定及び

事業推進についての審

査に関する事務

８人以内

（略）

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、公布の日から施行する。

（橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）

第２条 橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３２年橿原市条例第９号）の一部を次の表のように改正する。

（下線部分は改正部分）

新旧対照表

改 正 前 改 正 後

別表（第２条、第５条関係） 別表（第２条、第５条関係）

区分 報酬額（円） 費用弁償

１ （略）

橿原市一般廃棄物処理施設長期包括運営委 日額 １０，０００ 〃

区分 報酬額（円） 費用弁償

１ （略）

橿原市一般廃棄物処理施設長期包括運営 日額 １０，０００ 〃
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改 正 前 改 正 後

託事業者選定委員会の委員

（略）

委託事業者選定委員会の委員

橿原市営斎場改修・運営事業者選定委員

会の委員

日額 １０，０００ 〃

（略）

理由 執行機関の附属機関として、橿原市営斎場改修・運営事業者選定委員会を設置するため、所要の改正を行うもの
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議第６３号

橿原市国民健康保険税条例の一部改正について

橿原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和３年１２月６日提出

橿原市長 亀田 忠彦

橿原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

橿原市国民健康保険税条例（昭和３１年橿原市条例第４９号）の一部を次の表のように改正する。

（下線部分は改正部分）

新旧対照表

改 正 前 改 正 後

（基礎課税額に係る税率）

第４条 基礎課税額に係る税率は、次の各号に掲げるとおりとする。

（１） 所得割額 １００分の８．５

（２） 被保険者均等割額 被保険者１人について２１，１００円

（３） 世帯別平等割額は、次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額とす

る。

ア 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第８号の規定により被

保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して

同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。）と同一の世帯に属する被保険者が

属する世帯であって同日の属する月（以下この号において「特定月」という。）

以後５年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場

合に限る。）をいう。イ、第６条及び第２０条において同じ。）及び特定継続世

（基礎課税額に係る税率）

第４条 基礎課税額に係る税率は、次の各号に掲げるとおりとする。

（１） 所得割額 １００分の８．１

（２） 被保険者均等割額 被保険者１人について２３，９００円

（３） 世帯別平等割額は、次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額とす

る。

ア 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第８号の規定により被

保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して

同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。）と同一の世帯に属する被保険者が

属する世帯であって同日の属する月（以下この号において「特定月」という。）

以後５年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場

合に限る。）をいう。イ、第６条及び第２０条第１項において同じ。）及び特定
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改 正 前 改 正 後

帯（特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特

定月以後５年を経過する月の翌月から特定月以後８年を経過する月までの間にあ

るもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。ウ、第６条及

び第２０条において同じ。）以外の世帯 ２１，８００円

イ 特定世帯 １０，９００円

ウ 特定継続世帯 １６，３５０円

（後期高齢者支援金等課税額に係る税率）

第６条 後期高齢者支援金等課税額に係る税率は、次の各号に掲げるとおりとする。

（１） 所得割額 １００分の２．５

（２） 被保険者均等割額 被保険者１人について８，１００円

（３） 世帯別平等割額は、次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額とす

る。

ア 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ６，２００円

イ 特定世帯 ３，１００円

ウ 特定継続世帯 ４，６５０円

（介護納付金課税額に係る税率）

第８条 介護納付金課税額に係る税率は、次の各号に掲げるとおりとする。

（１） 所得割額 １００分の２．７

（２） 被保険者均等割額 被保険者１人について１５，０００円

（納税義務の発生、消滅等に伴う賦課）

第１２条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した日の

属する月から、月割をもって算定した第２条第１項の額（第２０条の規定による減額が

継続世帯（特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であ

って特定月以後５年を経過する月の翌月から特定月以後８年を経過する月までの

間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。ウ、第

６条及び第２０条第１項において同じ。）以外の世帯 ２０，８００円

イ 特定世帯 １０，４００円

ウ 特定継続世帯 １５，６００円

（後期高齢者支援金等課税額に係る税率）

第６条 後期高齢者支援金等課税額に係る税率は、次の各号に掲げるとおりとする。

（１） 所得割額 １００分の３．０

（２） 被保険者均等割額 被保険者１人について９，７００円

（３） 世帯別平等割額は、次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額とす

る。

ア 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ７，３００円

イ 特定世帯 ３，６５０円

ウ 特定継続世帯 ５，４７５円

（介護納付金課税額に係る税率）

第８条 介護納付金課税額に係る税率は、次の各号に掲げるとおりとする。

（１） 所得割額 １００分の３．１

（２） 被保険者均等割額 被保険者１人について１７，３００円

（納税義務の発生、消滅等に伴う賦課）

第１２条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した日の

属する月から、月割をもって算定した第２条第１項の額（第２０条の規定による減額が
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改 正 前 改 正 後

行われた場合には、同条の国民健康保険税の額とする。以下この条において同じ。）を

課する。

２～８ （略）

（国民健康保険税の減額）

第２０条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民

健康保険税の額は、基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が６３０，０００円を超える場合には、６３０，０００円）、後期高齢者支援

金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が１９０，

０００円を超える場合には、１９０，０００円）並びに介護納付金課税額からオに掲げ

る額を減額して得た額（当該減額して得た額が１７０，０００円を超える場合には、１

７０，０００円）の合算額とする。

（１） 法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、４３

０，０００円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定

同一世帯所属者のうち給与所得を有する者（前年中に法第７０３条の５に規定する総

所得金額に係る所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与

所得について同条第３項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項に

規定する給与等の収入金額が５５０，０００円を超える者に限る。）をいう。以下こ

の号において同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に法第７０

３条の５に規定する総所得金額に係る所得税法第３５条第３項に規定する公的年金等

に係る所得について同条第４項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢

６５歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が６００，０００円を超える者

に限り、年齢６５歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が１，１００，０

行われた場合には、その減額後の国民健康保険税の額とする。以下この条において同

じ。）を課する。

２～８ （略）

（国民健康保険税の減額）

第２０条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民

健康保険税の額は、基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が６３０，０００円を超える場合には、６３０，０００円）、後期高齢者支援

金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が１９０，

０００円を超える場合には、１９０，０００円）並びに介護納付金課税額からオに掲げ

る額を減額して得た額（当該減額して得た額が１７０，０００円を超える場合には、１

７０，０００円）の合算額とする。

（１） 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、

４３０，０００円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び

特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者（前年中に法第７０３条の５第１項に

規定する総所得金額に係る所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規

定する給与所得について同条第３項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者（同

条第１項に規定する給与等の収入金額が５５０，０００円を超える者に限る。）をい

う。以下この号において同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中

に法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第３５条第３項に規

定する公的年金等に係る所得について同条第４項に規定する公的年金等控除額の控除

を受けた者（年齢６５歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が６００，０

００円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額
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００円を超える者に限る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）の数の合計数

（以下この条において「給与所得者等の数」という。）が２以上の場合にあっては、

４３０，０００円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗

じて得た金額を加算した金額）を超えない世帯に係る納税義務者

ア 基礎課税額に係る被保険者均等割額 国民健康保険課税被保険者１人について

１４，７７０円

イ 基礎課税額に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに

定める額

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １５，２６０円

（イ） 特定世帯 ７，６３０円

（ウ） 特定継続世帯 １１，４４５円

ウ 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者均等割額 国民健康保険課税被保険

者１人について５，６７０円

エ 後期高齢者支援金等課税額に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれに定める額

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ４，３４０円

（イ） 特定世帯 ２，１７０円

（ウ） 特定継続世帯 ３，２５５円

オ 介護納付金課税額に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者１人につ

いて１０，５００円

（２） 法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、４３

０，０００円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定

が１，１００，０００円を超える者に限る。）をいい、給与所得を有する者を除

く。）の数の合計数（以下この条において「給与所得者等の数」という。）が２以上

の場合にあっては、４３０，０００円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１

００，０００円を乗じて得た金額を加算した金額）を超えない世帯に係る納税義務者

ア 基礎課税額に係る被保険者均等割額 国民健康保険課税被保険者１人について

１６，７３０円

イ 基礎課税額に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに

定める額

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １４，５６０円

（イ） 特定世帯 ７，２８０円

（ウ） 特定継続世帯 １０，９２０円

ウ 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者均等割額 国民健康保険課税被保険

者１人について６，７９０円

エ 後期高齢者支援金等課税額に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれに定める額

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ５，１１０円

（イ） 特定世帯 ２，５５５円

（ウ） 特定継続世帯 ３，８３３円

オ 介護納付金課税額に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者１人につ

いて１２，１１０円

（２） 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、

４３０，０００円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び
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同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、４３０，０００

円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗じて得た金額を

加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき２８５，０００円を加

算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該当する者を除く。）

ア 基礎課税額に係る被保険者均等割額 国民健康保険課税被保険者１人について

１０，５５０円

イ 基礎課税額に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに

定める額

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １０，９００円

（イ） 特定世帯 ５，４５０円

（ウ） 特定継続世帯 ８，１７５円

ウ 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者均等割額 国民健康保険課税被保険

者１人について４，０５０円

エ 後期高齢者支援金等課税額に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれに定める額

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ３，１００円

（イ） 特定世帯 １，５５０円

（ウ） 特定継続世帯 ２，３２５円

オ 介護納付金課税額に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者１人につ

いて７，５００円

（３） 法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、４３

０，０００円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定

特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、４３０，０

００円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗じて得た金

額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき２８５，０００円

を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該当する者を除く。）

ア 基礎課税額に係る被保険者均等割額 国民健康保険課税被保険者１人について

１１，９５０円

イ 基礎課税額に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに

定める額

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １０，４００円

（イ） 特定世帯 ５，２００円

（ウ） 特定継続世帯 ７，８００円

ウ 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者均等割額 国民健康保険課税被保険

者１人について４，８５０円

エ 後期高齢者支援金等課税額に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれに定める額

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ３，６５０円

（イ） 特定世帯 １，８２５円

（ウ） 特定継続世帯 ２，７３８円

オ 介護納付金課税額に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者１人につ

いて８，６５０円

（３） 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、

４３０，０００円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び
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同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、４３０，０００

円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗じて得た金額を

加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき５２０，０００円を加

算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該当する者を除く。）

ア 基礎課税額に係る被保険者均等割額 国民健康保険課税被保険者１人について

４，２２０円

イ 基礎課税額に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに

定める額

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ４，３６０円

（イ） 特定世帯 ２，１８０円

（ウ） 特定継続世帯 ３，２７０円

ウ 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者均等割額 国民健康保険課税被保険

者１人について１，６２０円

エ 後期高齢者支援金等課税額に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれに定める額

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １，２４０円

（イ） 特定世帯 ６２０円

（ウ） 特定継続世帯 ９３０円

オ 介護納付金課税額に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者１人につ

いて３，０００円

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、４３０，０

００円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗じて得た金

額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき５２０，０００円

を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該当する者を除く。）

ア 基礎課税額に係る被保険者均等割額 国民健康保険課税被保険者１人について

４，７８０円

イ 基礎課税額に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに

定める額

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ４，１６０円

（イ） 特定世帯 ２，０８０円

（ウ） 特定継続世帯 ３，１２０円

ウ 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者均等割額 国民健康保険課税被保険

者１人について１，９４０円

エ 後期高齢者支援金等課税額に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれに定める額

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １，４６０円

（イ） 特定世帯 ７３０円

（ウ） 特定継続世帯 １，０９５円

オ 介護納付金課税額に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者１人につ

いて３，４６０円

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する日以後の最初の３月３１

日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）がある場合における当該納税義務
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例）

第２０条の２ 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等（法第７０３条の５

の２第２項に規定する特例対象被保険者等をいう。第２１条の２において同じ。）であ

る場合における第３条及び前条の規定の適用については、第３条第１項中「規定する総

所得金額」とあるのは「規定する総所得金額（第２０条の２に規定する特例対象被保険

者に対して課する被保険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算

定した被保険者均等割額（前項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、

その減額後の被保険者均等割額）に限る。）は、当該被保険者均等割額から、次の各号

に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

（１） 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世

帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について次に定める額

ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯 ３，５８５円

イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯 ５，９７５円

ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯 ９，５６０円

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 １１，９５０円

（２） 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について次に定める額

ア 前項第１号ウに規定する金額を減額した世帯 １，４５５円

イ 前項第２号ウに規定する金額を減額した世帯 ２，４２５円

ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額した世帯 ３，８８０円

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ４，８５０円

（特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例）

第２０条の２ 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等（法第７０３条の５

の２第２項に規定する特例対象被保険者等をいう。第２１条の２において同じ。）であ

る場合における第３条及び前条第１項の規定の適用については、第３条第１項中「規定

する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額（第２０条の２に規定する特例対象



8

改 正 前 改 正 後

者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得について

は、所得税法第２８条第２項の規定によって計算した金額の１００分の３０に相当する

金額によるものとする。次項において同じ。）」と、「同条第２項」とあるのは「法第

３１４条の２第２項」と、前条第１号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額（次条

に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合において

は、当該給与所得については、所得税法第２８条第２項の規定によって計算した金額の

１００分の３０に相当する金額によるものとする。次号において同じ。）」とする。

（国民健康保険税の減免）

第２３条 （略）

２ （略）

３ 前項の規定による申請書は、納期限までに市長に提出しなければならない。ただし、

市長が相当の理由があると認める場合においては、この限りではない。

４ （略）

附 則

（公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例）

２ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世

帯所属者（以下「世帯主等」という。）が、前年中に所得税法第３５条第３項に規定す

る公的年金等に係る所得について同条第４項に規定する公的年金等控除額（年齢６５歳

以上である者に係るものに限る。）の控除を受けた場合における第２０条の規定の適用

については、同条中「法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあ

るのは「法第７０３条の５に規定する総所得金額（所得税法第３５条第３項に規定する

被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得につ

いては、所得税法第２８条第２項の規定によって計算した金額の１００分の３０に相当

する金額によるものとする。次項において同じ。）」と、「同条第２項」とあるのは

「法第３１４条の２第２項」と、前条第１項第１号中「総所得金額及び」とあるのは

「総所得金額（次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれて

いる場合においては、当該給与所得については、所得税法第２８条第２項の規定によっ

て計算した金額の１００分の３０に相当する金額によるものとする。次号（（及び第３

号））において同じ。）及び」とする。

（国民健康保険税の減免）

第２３条 （略）

２ （略）

３ 前項の規定による申請書は、市長が定める申請期限までに市長に提出しなければなら

ない。ただし、市長が相当の理由があると認める場合においては、この限りではない。

４ （略）

附 則

（公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例）

２ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世

帯所属者（以下「世帯主等」という。）が、前年中に所得税法第３５条第３項に規定す

る公的年金等に係る所得について同条第４項に規定する公的年金等控除額（年齢６５歳

以上である者に係るものに限る。）の控除を受けた場合における第２０条第１項の規定

の適用については、同条中「法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額」とあるのは「法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額（所得税法第３５
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公的年金等に係る所得については、同条第２項第１号の規定によって計算した金額から

１５０，０００円を控除した金額によるものとする。）及び山林所得金額」と、「１，

１００，０００円」とあるのは「１，２５０，０００円」とする。

（上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例）

３ 世帯主等が法附則第３３条の２第５項の配当所得等を有する場合における第３条、第

５条、第７条及び第２０条の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３３条の２第５項に規定する上場株

式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２

項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法

附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第２０条

中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３３条の２第５

項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例）

４ 世帯主等が法附則第３４条第４項の譲渡所得を有する場合における第３条、第５条、

第７条及び第２０条の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額の合

計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３４条第４項に規

定する長期譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４

第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、

第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定に該当

する場合には、これらの規定の適用により同法第３１条第１項に規定する長期譲渡所得

の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得

の金額」という。）の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「及び山林所得金額の

条第３項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第２項第１号の規定によっ

て計算した金額から１５０，０００円を控除した金額によるものとする。）及び山林所

得金額」と、「１，１００，０００円」とあるのは「１，２５０，０００円」とする。

（上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例）

３ 世帯主等が法附則第３３条の２第５項の配当所得等を有する場合における第３条、第

５条、第７条及び第２０条第１項の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３３条の２第５項に規定する

上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の

２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額

又は法附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第

２０条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３

３条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例）

４ 世帯主等が法附則第３４条第４項の譲渡所得を有する場合における第３条、第５条、

第７条及び第２０条第１項の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金

額の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３４条第４

項に規定する長期譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３

条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第

１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定

に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第３１条第１項に規定する長期譲

渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲

渡所得の金額」という。）の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「及び山林所得
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合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額

（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法

附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第２０条中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所

得の金額」とする。

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例）

６ 世帯主等が法附則第３５条の２第５項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合に

おける第３条、第５条、第７条及び第２０条の規定の適用については、第３条第１項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２第５項

に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第

３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山

林所得金額又は法附則第３５条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金

額」と、第２０条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則

第３５条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例）

７ 世帯主等が法附則第３５条の２の２第５項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場

合における第３条、第５条、第７条及び第２０条の規定の適用については、第３条第１

項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２の

２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあるの

は「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は法附則第３５条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲

金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の

合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額

又は法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第２０条第１項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３４条第４項に規定す

る長期譲渡所得の金額」とする。

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例）

６ 世帯主等が法附則第３５条の２第５項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合に

おける第３条、第５条、第７条及び第２０条第１項の規定の適用については、第３条第

１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２

第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは

「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若し

くは山林所得金額又は法附則第３５条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得

等の金額」と、第２０条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額

並びに法附則第３５条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とす

る。

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例）

７ 世帯主等が法附則第３５条の２の２第５項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場

合における第３条、第５条、第７条及び第２０条第１項の規定の適用については、第３

条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条

の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」と

あるのは「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるの

は「若しくは山林所得金額又は法附則第３５条の２の２第５項に規定する上場株式等に
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渡所得等の金額」と、第２０条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額

並びに法附則第３５条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」

とする。

（先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例）

８ 世帯主等が法附則第３５条の４第４項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合

における第３条、第５条、第７条及び第２０条の規定の適用については、第３条第１項

中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の４第４

項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３

１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額又は法附則第３５条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」

と、第２０条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３

５条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例）

９ 世帯主等が法附則第３３条の３第５項の事業所得又は雑所得を有する場合における第

３条、第５条、第７条及び第２０条の規定の適用については、第３条第１項中「及び山

林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３３条の３第５項に規定す

る土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の２

第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又

は法附則第３３条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第２０条

中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３３条の３第５

項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

（特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例）

係る譲渡所得等の金額」と、第２０条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び

山林所得金額並びに法附則第３５条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所

得等の金額」とする。

（先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例）

８ 世帯主等が法附則第３５条の４第４項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合

における第３条、第５条、第７条及び第２０条第１項の規定の適用については、第３条

第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の

４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは

「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若し

くは山林所得金額又は法附則第３５条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の

金額」と、第２０条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並び

に法附則第３５条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例）

９ 世帯主等が法附則第３３条の３第５項の事業所得又は雑所得を有する場合における第

３条、第５条、第７条及び第２０条第１項の規定の適用については、第３条第１項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３３条の３第５項

に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１

４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所

得金額又は法附則第３３条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、

第２０条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第

３３条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

（特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例）
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改 正 前 改 正 後

１０ 世帯主等が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関す

る法律（昭和３７年法律第１４４号）第８条第２項に規定する特例適用利子等、同法第

１２条第５項に規定する特例適用利子等又は同法第１６条第２項に規定する特例適用利

子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における

第３条、第５条、第７条及び第２０条の規定の適用については、第３条第１項中「山林

所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所

得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４

号）第８条第２項（同法第１２条第５項及び第１６条第２項において準用する場合を含

む。）に規定する特例適用利子等の額（以下この条及び第２０条において「特例適用利

子等の額」という。）の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「山林所得金額の合

計額（」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額（」と、同条第

２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の

額」と、第２０条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等

の額」とする。

（特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例）

１１ 世帯主等が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関す

る法律第８条第４項に規定する特例適用配当等、同法第１２条第６項に規定する特例適

用配当等又は同法第１６条第３項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得

及び雑所得を有する場合における第３条、第５条、第７条及び第２０条の規定の適用に

ついては、第３条第１項中「山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「山林

所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関す

る法律第８条第４項（同法第１２条第６項及び第１６条第３項において準用する場合を

１０ 世帯主等が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関す

る法律（昭和３７年法律第１４４号）第８条第２項に規定する特例適用利子等、同法第

１２条第５項に規定する特例適用利子等又は同法第１６条第２項に規定する特例適用利

子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における

第３条、第５条、第７条及び第２０条第１項の規定の適用については、第３条第１項中

「山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者

等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第

１４４号）第８条第２項（同法第１２条第５項及び第１６条第２項において準用する場

合を含む。）に規定する特例適用利子等の額（以下この条及び第２０条第１項において

「特例適用利子等の額」という。）の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「山林

所得金額の合計額（」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額

（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特

例適用利子等の額」と、第２０条第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額

並びに特例適用利子等の額」とする。

（特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例）

１１ 世帯主等が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関す

る法律第８条第４項に規定する特例適用配当等、同法第１２条第６項に規定する特例適

用配当等又は同法第１６条第３項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得

及び雑所得を有する場合における第３条、第５条、第７条及び第２０条第１項の規定の

適用については、第３条第１項中「山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは

「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等

に関する法律第８条第４項（同法第１２条第６項及び第１６条第３項において準用する
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改 正 前 改 正 後

含む。）に規定する特例適用配当等の額（以下この条及び第２０条において「特例適用

配当等の額」という。）の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「山林所得金額の

合計額（」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額（」と、同条

第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等

の額」と、第２０条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当

等の額」とする。

（条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例）

１２ 世帯主等が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関

する法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条

の２の２第１０項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一

時所得及び雑所得を有する場合における第３条、第５条、第７条及び第２０条の規定の

適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」とある

のは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税

法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租税条約等実施特例法」と

いう。）第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第３１

４条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額

並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額の

合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額

又は租税条約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額」

と、第２０条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等

実施特例法第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額」とする。

場合を含む。）に規定する特例適用配当等の額（以下この条及び第２０条第１項におい

て「特例適用配当等の額」という。）の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「山

林所得金額の合計額（」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額

（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特

例適用配当等の額」と、第２０条第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額

並びに特例適用配当等の額」とする。

（条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例）

１２ 世帯主等が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関

する法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条

の２の２第１０項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一

時所得及び雑所得を有する場合における第３条、第５条、第７条及び第２０条第１項の

規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」

とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び

地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租税条約等実施特例

法」という。）第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法

第３１４条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所

得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等

の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所

得金額又は租税条約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の

額」と、第２０条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに

租税条約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額」とす

る。
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（条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例）

１３ 世帯主等が租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当

等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第３条、第５条、第７条

及び第２０条の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額か

ら同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税

法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租

税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当等の

額の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とある

のは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定す

る条約適用配当等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する

条約適用配当等の額」と、第２０条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当等の

額」とする。

（条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例）

１３ 世帯主等が租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当

等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第３条、第５条、第７条

及び第２０条第１項の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額の合

計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所

得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。以下

「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当

等の額の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」と

あるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規

定する条約適用配当等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とある

のは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定

する条約適用配当等の額」と、第２０条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する条約適

用配当等の額」とする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。

（適用区分）

２ この条例による改正後の橿原市国民健康保険税条例の規定は、令和４年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和３年度分までの国民健康保険税については、なお従

前の例による。
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理由 国民健康保険の県単位化に伴う県内統一の取扱いに向けた税率等の改定及び全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、所

要の改正を行うもの



1

議第６４号

橿原市保健福祉センター条例の一部改正について

橿原市保健福祉センター条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和３年１２月６日提出

橿原市長 亀田 忠彦

橿原市保健福祉センター条例の一部を改正する条例

橿原市保健福祉センター条例（平成１５年橿原市条例第１４号）の一部を次の表のように改正する。

（下線部分は改正部分）

新旧対照表

改 正 前 改 正 後

橿原市保健福祉センター条例

目次

第１章 総則（第１条～第３条）

第２章 保健センター（第４条～第６条）

第３章 地域活動支援センター（第７条～第１０条）

第４章 雑則（第１１条）

附則

第１章 総則

（目的）

第１条 この条例は、市民の保健及び福祉活動の総合的な拠点として橿原市保健福祉セン

ターを設置し、もって市民の健康増進及び福祉の向上に寄与することを目的とする。

（位置）

第２条 橿原市保健福祉センターの位置は、次のとおりとする。

橿原市保健センター条例
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改 正 前 改 正 後

位置 橿原市畝傍町９番地の１

（構成）

第３条 橿原市保健福祉センターは、次に掲げる施設で構成する。

（１） 保健センター

（２） 地域活動支援センター

第２章 保健センター

（設置）

第４条 地域保健法（昭和２２年法律第１０１号）第１８条の規定に基づき、市民の健康

増進の総合的な推進を図るとともに、市民の自主的な保健活動の場に資するため、保健

センターを設置する。

（名称）

第５条 保健センターの名称は、次のとおりとする。

名称 橿原市保健センター

（事業）

第６条 保健センターにおいて行う事業は、次のとおりとする。

（１） 健康増進の総合的な推進に関すること。

（２） 予防接種に関すること。

（３） 結核その他疾病予防に関すること。

（４） 生活習慣の改善に関すること。

（５） 母子保健に関すること。

（設置）

第１条 地域保健法（昭和２２年法律第１０１号）第１８条の規定に基づき、市民の健康

増進の総合的な推進を図るとともに、市民の自主的な保健活動の場に資するため、保健

センターを設置する。

（名称）

第２条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 橿原市保健センター

位置 橿原市畝傍町９番地の１

（事業）

第３条 保健センターにおいて行う事業は、次のとおりとする。

（１） 健康増進の総合的な推進に関すること。

（２） 予防接種に関すること。

（３） 結核その他疾病予防に関すること。

（４） 生活習慣の改善に関すること。

（５） 母子保健に関すること。
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改 正 前 改 正 後

（６） 成人保健に関すること。

（７） 精神保健に関すること。

（８） 栄養指導に関すること。

（９） その他保健指導に関すること。

第３章 地域活動支援センター

（設置）

第７条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第７７条第１項に規定する地域生活支援事業を実施するため、同法第５条

第２７項に規定する地域活動支援センター（以下この章において「センター」とい

う。）を設置する。

（名称）

第８条 センターの名称は、次のとおりとする。

名称 橿原市地域活動支援センター

（事業）

第９条 センターにおいて行う事業は、次のとおりとする。

（１） 相談支援に関すること。

（２） 社会適応訓練に関すること。

（３） 機能訓練に関すること。

（利用者）

第１０条 センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者で市

長の利用の決定を受けたものとする。

（１） 市内に居住し、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４

（６） 成人保健に関すること。

（７） 精神保健に関すること。

（８） 栄養指導に関すること。

（９） その他保健指導に関すること。
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改 正 前 改 正 後

項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

（２） 市内に居住し、奈良県療育手帳制度に基づく療育手帳の交付を受けている者

（３） その他市長が適当と認める者

第４章 雑則

（委任）

第１１条 （略）

（委任）

第４条 （略）

附 則

この条例は、令和４年４月１日から施行する。

理由 施設利用者の減少に伴い地域活動支援センターを廃止するため、所要の改正を行うもの
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議第６５号

橿原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の全部改正について

橿原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営基準を定める条例を次のよう

に定める。

令和３年１２月６日提出

橿原市長 亀田 忠彦

橿原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営基準を定める条例

橿原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

（平成２６年橿原市条例第２０号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」とい

う。）第３４条第２項及び第４６条第２項の規定に基づき、市における特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準（以下「運営基準」という。）を定めるも

のとする。

（定義）

第２条 この条例において使用する用語の意義は、法及び特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準（平成２６年内

閣府令第３９号。以下「基準府令」という。）において使用する用語の例による。

（基準）

第３条 運営基準は、次条以下に定めるもののほか、基準府令（第２章及び附則を除く。）

の定めるところによる。

２ 前項の規定の適用に当たって必要となる技術的読替えは、市長が規則で定める。

（暴力団排除のための措置）

第４条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者は、暴力団又は暴力団員（橿原市

暴力団排除条例（平成２３年橿原市条例第２３号）第２条に規定する暴力団又は暴力団

員をいう。以下同じ。）と社会的に非難されるべき関係にあるものであってはならない。

２ 特定教育・保育施設は、役員等が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しないよう、

施設が暴力団又は暴力団員の支配を受けることがないよう必要な措置を講じなければ

ならない。
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（利用者負担額）

第５条 特定教育・保育施設は、法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。）のうち、

その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属す

る者に係る市町村民税所得割合算額が７７,１０１円未満である場合は、特定教育・保育

における食事の提供に要する費用のうち、副食の提供に要する費用の支払を受けること

ができない。

（委任）

第６条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に

定める。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置等）

第２条 この条例の施行の際、現に提供が完結している特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業に係る運営基準は、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第３条 第３条の規定の適用に関する経過措置等は、基準府令の附則及び基準府令を改正

する府令の附則に規定する経過措置等の例による。

理由 橿原市における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営基準のうち、市

が独自に定めるものが明らかになるよう、運営基準を規定する方法を改めるもの
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議第６６号

橿原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の全部

改正について

橿原市家庭的保育事業等の運営基準等を定める条例を次のように定める。

令和３年１２月６日提出

橿原市長 亀田 忠彦

橿原市家庭的保育事業等の運営基準等を定める条例

橿原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年橿原市

条例第２１号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第３

４条の１６第１項の規定に基づき、市における家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準（以下「運営基準等」という。）を定めるものとする。

（定義）

第２条 この条例において使用する用語の意義は、法及び家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１号。以下「基準省令」という。）におい

て使用する用語の例による。

（基準）

第３条 運営基準等は、次条以下に定めるもののほか、基準省令（附則を除く。）の定める

ところによる。

２ 前項の規定の適用に当たって必要となる技術的読替えは、市長が規則で定める。

（暴力団排除のための措置）

第４条 家庭的保育事業者等は、暴力団又は暴力団員（橿原市暴力団排除条例（平成２３

年橿原市条例第２３号）第２条に規定する暴力団又は暴力団員をいう。以下同じ。）と社

会的に非難されるべき関係にある者であってはならない。

２ 家庭的保育事業者等は、役員等が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しないよう、

施設が暴力団又は暴力団員の支配を受けることがないよう必要な措置を講じなければ

ならない。

（人権の擁護等のための措置）

第５条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者
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を設置する等の必要な体制の整備を行うとともに、事業者の職員に対し、研修を実施す

る等の措置を講ずるよう努めなければならない。

（家庭的保育者）

第６条 家庭的保育者は、市長が行う研修（市長が指定する都道府県知事その他の機関が

行う研修を含む。）を修了した保育士であって、次の各号のいずれにも該当する者とす

る。

（１）保育を行っている乳幼児の保育に専念できる者

（２）法第１８条の５各号及び法第３４条の２０第１項第３号のいずれにも該当しない者

（職員の配置）

第７条 家庭的保育事業及び小規模保育事業Ｃ型を行う場所には、常時２人以上の職員を

置かなければならない。この場合において、当該職員のうち常時１人以上は、家庭的保

育者でなければならない。

（委任）

第８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に

定める。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置等）

第２条 この条例の施行の際、現に提供が完結している家庭的保育事業等に係る運営基準

は、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第３条 第３条の規定の適用に関する経過措置等は、基準省令の附則及び基準省令を改正

する省令の附則に規定する経過措置等の例による。

理由 橿原市における家庭的保育事業等の運営基準等のうち、市が独自に定めるものが明

らかになるよう、運営基準等を規定する方法を改めるもの
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議第６７号

橿原市国民健康保険条例の一部改正について

橿原市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和３年１２月６日提出

橿原市長 亀田 忠彦

橿原市国民健康保険条例の一部を改正する条例

橿原市国民健康保険条例（昭和３４年橿原市条例第１７号）の一部を次の表のように改正する。

（下線部分は改正部分）

新旧対照表

改 正 前 改 正 後

（出産育児一時金）

第５条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯主に対し、出産育児一時

金として４０４，０００円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令（大正１５年

勅令第２４３号）第３６条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、これに１６，

０００円を加算するものとする。

２ （略）

（出産育児一時金）

第５条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯主に対し、出産育児一時

金として４０８，０００円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令（大正１５年

勅令第２４３号）第３６条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、これに１２，

０００円を加算するものとする。

２ （略）

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和４年１月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の橿原市国民健康保険条例第５条第１項の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
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理由 健康保険法施行令の一部改正に伴い、出産育児一時金の見直しが行われたため、所要の改正を行うもの
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議第６８号

橿原市一般廃棄物処理施設整備基金条例の制定について

橿原市一般廃棄物処理施設整備基金条例を次のように定める。

令和３年１２月６日提出

橿原市長 亀田 忠彦

橿原市一般廃棄物処理施設整備基金条例

（設置）

第１条 一般廃棄物処理施設の整備に要する財源に充てるため、橿原市一般廃棄物処理施

設整備基金（以下「基金」という。）を設置する。

（積立て）

第２条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

（１）廃棄物の処理に伴う歳入額の範囲で市長が規則で定める額

（２）前号のほか、橿原市一般会計歳入歳出予算（以下「予算」という。）で定める額

（管理）

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保

管しなければならない。

（繰替運用）

第４条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率

を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

２ 前項の利率は、市が借入れする長期債に準じ市長の定める率とする。

（運用益金の処理）

第５条 基金の運用から生じる利益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

（処分）

第６条 基金は、その設置目的に沿った経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一

部を予算の定めるところにより処分することができる。

（委任）

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定

める。

附 則

この条例は、令和４年４月１日から施行する。
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理由 一般廃棄物処理施設の整備に要する財源に充てるための基金を設置するもの
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議第６９号

橿原市手数料徴収条例の一部改正について

橿原市手数料徴収条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和３年１２月６日提出

橿原市長 亀田 忠彦

橿原市手数料徴収条例の一部を改正する条例

橿原市手数料徴収条例（平成１２年橿原市条例第３号）の一部を次の表のように改正する。

（下線部分は改正部分）

新旧対照表

改 正 前 改 正 後

別表（第２条関係）

名称 事務 手数料の額

（略）

３９の４

特例容積率

適用地区内

における建

築物の高さ

の特例許可

申請手数料

建築基準法第５７条の４第１項の規定に基

づく建築物の高さの特例の許可の申請に対

する審査

１件につき １６０，００

０円

別表（第２条関係）

名称 事務 手数料の額

（略）

３９の４

特例容積率

適用地区内

における建

築物の高さ

の特例許可

申請手数料

建築基準法第５７条の４第１項の規定に基

づく建築物の高さの特例の許可の申請に対

する審査

１件につき １６０，００

０円
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改 正 前 改 正 後

４０ 高度

利用地区に

おける建築

物の容積

率、建蔽

率、建築面

積又は壁面

の位置の特

例許可申請

手数料

建築基準法第５９条第１項第３号の規定に

基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積

又は壁面の位置に関する特例の許可の申請

に対する審査

１件につき １６０，００

０円

（略）

６８ 長期

優良住宅建

長期優良

住宅の普

住宅を新築

しようとす

建築物の床面

積（以下この

１件につき次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に

３９の５

認定長期優

良住宅建築

等計画に基

づく建築に

おける住宅

の容積率の

特例許可申

請手数料

長期優良住宅の普及の促進に関する法律

（平成２０年法律第８７号）第１８条第１

項の規定に基づく住宅の容積率に関する特

例の許可の申請に対する審査

１件につき １６０，００

０円

４０ 高度

利用地区に

おける建築

物の容積

率、建蔽

率、建築面

積又は壁面

の位置の特

例許可申請

手数料

建築基準法第５９条第１項第３号の規定に

基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積

又は壁面の位置に関する特例の許可の申請

に対する審査

１件につき １６０，００

０円

（略）

６８ 長期

優良住宅建

長期優良

住宅の普

住宅を新築

しようとす

建築物の床面

積（以下この

１件につき次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に
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改 正 前 改 正 後

築等計画認

定申請手数

料

及の促進

に関する

法律（平

成２０年

法律第８

７号）第

５条第１

項から第

３項まで

の規定に

基づく長

期優良住

宅建築等

計画の認

定の申請

に対する

審査（次

項に該当

する場合

を除く。

）

る場合 項 に お い て

「床面積」と

いう。）が１

００平方メー

トル以内のも

の

定める額

（１） 一戸建ての住宅の

場合（次号及び第３号に

掲げる場合を除く。）

５５，０００円

（２） 一戸建ての住宅で

あって、住宅の品質確保

の促進等に関する法律

（平成１１年法律第８１

号）第６条第１項に規定

する設計住宅性能評価書

の交付を受けたもののう

ち、次号に規定する計画

でないもの（以下この項

及び６８の３の項におい

て「住宅性能評価適合住

宅」という。）である場

合 ２０，０００円

（３） 一戸建ての住宅で

あって、住宅の品質確保

の促進等に関する法律第

５条第１項に規定する登

築等計画認

定申請手数

料

及の促進

に関する

法律第５

条第１項

から第５

項までの

規定に基

づく長期

優良住宅

建築等計

画の認定

の申請に

対する審

査（次項

に該当す

る場合を

除く。）

る場合 項 に お い て

「床面積」と

いう。）が１

００平方メー

トル以内のも

の

定める額

（１） 次号に掲げるもの

以外の場合 ５５，００

０円

（２） 住宅の品質確保の

促進等に関する法律（平

成１１年法律第８１号）

第６条の２第５項の規定

により長期優良住宅の普

及の促進に関する法律第

６条第１項第１号に掲げ

る基準に適合するとみな

される計画（以下この項

及び６８の３の項におい

て「長期使用構造等確認

計画」という。）である

場合 １６，０００円



4

改 正 前 改 正 後

録住宅性能評価機関によ

り、長期優良住宅の普及

の促進に関する法律第６

条第１項各号（第３号及

び第６号を除く。）に掲

げる基準に適合すると認

められた計画（以下この

項及び６８の３の項にお

いて「長期使用構造等適

合計画」という。）であ

る場合 １０，０００円

（４） 共同住宅等の場合

（次号及び第６号に掲げ

る場合を除く。） 第１

号に定める額を申請に係

る住戸数で除して得た金

額（住戸数で除して得た

金額に５００円未満の端

数が生じたときはこれを

切り捨て、５００円以上

１，０００円未満の端数

が生じたときはこれを
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１，０００円に切り上げ

る。ただし、当該住戸数

で除して得た金額が１，

０００円未満の場合は、

１，０００円とする。以

下この項から６８の４の

項までにおいて同じ。）

（５） 共同住宅等であっ

て、住宅性能評価適合住

宅である場合 ２８，０

００円を申請に係る住戸

数で除して得た金額

（６） 共同住宅等であっ

て、長期使用構造等適合

計画である場合 第３号

に掲げる額を申請に係る

住戸数で除して得た金額

床面積が１０

０平方メート

ルを超え、２

００平方メー

トル以内のも

１件につき次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に

定める額

（１） 一戸建ての住宅の

場合（次号及び第３号に

床面積が１０

０平方メート

ルを超え、２

００平方メー

トル以内のも

１件につき次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に

定める額

（１） 次号に掲げるもの

以外の場合 ７１，００
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改 正 前 改 正 後

の 掲げる場合を除く。）

７１，０００円

（２） 一戸建ての住宅で

あって住宅性能評価適合

住宅である場合 ２４，

０００円

（３） 一戸建ての住宅で

あって長期使用構造等適

合計画である場合 １

２，０００円

（４） 共同住宅等の場合

（次号及び第６号に掲げ

る場合を除く。） 第１

号に定める額を申請に係

る住戸数で除して得た金

額

（５） 共同住宅等であっ

て、住宅性能評価適合住

宅である場合 ３７，０

００円を申請に係る住戸

数で除して得た金額

（６） 共同住宅等であっ

の ０円

（２） 長期使用構造等確

認計画である場合 １

９，０００円



7

改 正 前 改 正 後

て、長期使用構造等適合

計画である場合 第３号

に掲げる額を申請に係る

住戸数で除して得た金額

床面積が２０

０平方メート

ルを超え、５

００平方メー

トル以内のも

の

１件につき次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に

定める額

（１） 一戸建ての住宅の

場合（次号及び第３号に

掲げる場合を除く。）

１１９，０００円

（２） 一戸建ての住宅で

あって住宅性能評価適合

住宅である場合 ３４，

０００円

（３） 一戸建ての住宅で

あって長期使用構造等適

合計画である場合 １

７，０００円

（４） 共同住宅等の場合

（次号及び第６号に掲げ

る場合を除く。） 第１

床面積が２０

０平方メート

ルを超え、５

００平方メー

トル以内のも

の

１件につき次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に

定める額

（１） 次号に掲げるもの

以外の場合 １１９，０

００円

（２） 長期使用構造等確

認計画である場合 ２

７，０００円
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号に定める額を申請に係

る住戸数で除して得た金

額

（５） 共同住宅等であっ

て、住宅性能評価適合住

宅である場合 ６３，０

００円を申請に係る住戸

数で除して得た金額

（６） 共同住宅等であっ

て、長期使用構造等適合

計画である場合 第３号

に掲げる額を申請に係る

住戸数で除して得た金額

床面積が５０

０平方メート

ル を 超 え 、

１，０００平

方メートル以

内のもの

１件につき次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に

定める額

（１） 一戸建ての住宅の

場合（次号及び第３号に

掲げる場合を除く。）

１８５，０００円

（２） 一戸建ての住宅で

あって住宅性能評価適合

床面積が５０

０平方メート

ル を 超 え 、

１，０００平

方メートル以

内のもの

１件につき次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に

定める額

（１） 次号に掲げるもの

以外の場合 １８５，０

００円

（２） 長期使用構造等確

認計画である場合 ４
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改 正 前 改 正 後

住宅である場合 ５３，

０００円

（３） 一戸建ての住宅で

あって長期使用構造等適

合計画である場合 ２

６，０００円

（４） 共同住宅等の場合

（次号及び第６号に掲げ

る場合を除く。） 第１

号に定める額を申請に係

る住戸数で除して得た金

額

（５） 共同住宅等であっ

て、住宅性能評価適合住

宅である場合 ９９，０

００円を申請に係る住戸

数で除して得た金額

（６） 共同住宅等であっ

て、長期使用構造等適合

計画である場合 第３号

に掲げる額を申請に係る

住戸数で除して得た金額

２，０００円



10

改 正 前 改 正 後

床面積が１，

０００平方メ

ー ト ル を 超

え、３，００

０平方メート

ル以内のもの

（一戸建ての

住宅にあって

は、１，００

０平方メート

ルを超える全

てのもの）

１件につき次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に

定める額

（１） 一戸建ての住宅の

場合（次号及び第３号に

掲げる場合を除く。）

３５９，０００円

（２） 一戸建ての住宅で

あって住宅性能評価適合

住宅である場合 ８９，

０００円

（３） 一戸建ての住宅で

あって長期使用構造等適

合計画である場合 ３

６，０００円

（４） 共同住宅等の場合

（次号及び第６号に掲げ

る場合を除く。） 第１

号に定める額を申請に係

る住戸数で除して得た金

額

（５） 共同住宅等であっ

床面積が１，

０００平方メ

ー ト ル を 超

え、３，００

０平方メート

ル以内のもの

（一戸建ての

住宅にあって

は、１，００

０平方メート

ルを超える全

てのもの）

１件につき次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に

定める額

（１） 次号に掲げるもの

以外の場合 ３５９，０

００円

（２） 長期使用構造等確

認計画である場合 ６

７，０００円
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改 正 前 改 正 後

て、住宅性能評価適合住

宅である場合 １８３，

０００円を申請に係る住

戸数で除して得た金額

（６） 共同住宅等であっ

て、長期使用構造等適合

計画である場合 第３号

に掲げる額を申請に係る

住戸数で除して得た金額

床面積が３，

０００平方メ

ー ト ル を 超

え、５，００

０平方メート

ル以内のもの

（一戸建ての

住 宅 を 除

く。）

１件につき６３６，０００

円（住宅性能評価適合住宅

である場合にあっては、３

１１，０００円、長期使用

構造等適合計画である場合

にあっては、６４，０００

円）を申請に係る住戸数で

除して得た金額

床面積が５，

０００平方メ

ー ト ル を 超

え、１０，０

１件につき１，０８８，０

００円（住宅性能評価適合

住宅である場合にあって

は、４７７，０００円、長

床面積が３，

０００平方メ

ー ト ル を 超

え、５，００

０平方メート

ル以内のもの

（一戸建ての

住 宅 を 除

く。）

１件につき次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に

定める額

（１） 次号に掲げるもの

以外の場合 ６３６，０

００円

（２） 長期使用構造等確

認計画である場合 １０

５，０００円

床面積が５，

０００平方メ

ー ト ル を 超

え、１０，０

１件につき次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に

定める額

（１） 次号に掲げるもの
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改 正 前 改 正 後

００平方メー

トル以内のも

の（一戸建て

の 住 宅 を 除

く。）

期使用構造等適合計画であ

る場合にあっては、１０

７，０００円）を申請に係

る住戸数で除して得た金額

床 面 積 が １

０，０００平

方メートルを

超え、２０，

０００平方メ

ートル以内の

もの（一戸建

ての住宅を除

く。）

１件につき２，００６，０

００円（住宅性能評価適合

住宅である場合にあって

は、８６４，０００円、長

期使用構造等適合計画であ

る場合にあっては、１７

４，０００円）を申請に係

る住戸数で除して得た金額

床 面 積 が ２

０，０００平

方メートルを

超え、３０，

０００平方メ

ートル以内の

もの（一戸建

ての住宅を除

１件につき２，８６２，０

００円（住宅性能評価適合

住宅である場合にあって

は、１，１７７，０００

円、長期使用構造等適合計

画である場合にあっては、

２１３，０００円）を申請

に係る住戸数で除して得た

００平方メー

トル以内のも

の（一戸建て

の 住 宅 を 除

く。）

以外の場合 １，０８

８，０００円

（２） 長期使用構造等確

認計画である場合 １５

９，０００円

床 面 積 が １

０，０００平

方メートルを

超え、２０，

０００平方メ

ートル以内の

もの（一戸建

ての住宅を除

く。）

１件につき次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に

定める額

（１） 次号に掲げるもの

以外の場合 ２，００

６，０００円

（２） 長期使用構造等確

認計画である場合 ２６

７，０００円

床 面 積 が ２

０，０００平

方メートルを

超え、３０，

０００平方メ

ートル以内の

もの（一戸建

ての住宅を除

１件につき次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に

定める額

（１） 次号に掲げるもの

以外の場合 ２，８６

２，０００円

（２） 長期使用構造等確

認計画である場合 ３３
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改 正 前 改 正 後

く。） 金額

床 面 積 が ３

０，０００平

方メートルを

超 え る も の

（一戸建ての

住 宅 を 除

く。）

１件につき３，５０５，０

００円（住宅性能評価適合

住宅である場合にあって

は、１，４２３，０００

円、長期使用構造等適合計

画である場合にあっては、

２２７，０００円）を申請

に係る住戸数で除して得た

金額

住宅を増築

し、又は改

築しようと

する場合

床面積が１０

０平方メート

ル以内のもの

１件につき次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に

定める額

（１） 一戸建ての住宅の

場合（次号に係るものを

除く。） ７９，０００

円

（２） 一戸建ての住宅で

あって、長期使用構造等

適合計画である場合 １

３，０００円

（３） 共同住宅等の場合

く。） ７，０００円

床 面 積 が ３

０，０００平

方メートルを

超 え る も の

（一戸建ての

住 宅 を 除

く。）

１件につき次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に

定める額

（１） 次号に掲げるもの

以外の場合 ３，５０

５，０００円

（２） 長期使用構造等確

認計画である場合 ３８

２，０００円

住宅を増築

し、又は改

築しようと

する場合

床面積が１０

０平方メート

ル以内のもの

１件につき次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に

定める額

（１） 次号に掲げるもの

以外の場合 ７９，００

０円

（２） 長期使用構造等確

認計画である場合 ２３，

０００円
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（次号に係るものを除

く。） 第１号に掲げる

額を申請に係る住戸数で

除して得た金額

（４） 共同住宅等であっ

て、長期使用構造等適合

計画である場合 第２号

に掲げる額を申請に係る

住戸数で除して得た金額

床面積が１０

０平方メート

ルを超え２０

０平方メート

ル以内のもの

１件につき次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に

定める額

（１） 一戸建て住宅の場

合（次号に係るものを除

く。） １０３，０００

円

（２） 一戸建ての住宅で

あって、長期使用構造等

適合計画である場合 １

６，０００円

（３） 共同住宅等の場合

（次号に係るものを除

床面積が１０

０平方メート

ルを超え２０

０平方メート

ル以内のもの

１件につき次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に

定める額

（１） 次号に掲げるもの

以外の場合 １０３，０

００円

（２） 長期使用構造等確

認計画である場合 ２

７，０００円
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く。） 第１号に掲げる

額を申請に係る住戸数で

除して得た金額

（４） 共同住宅等であっ

て、長期使用構造等適合

計画である場合 第２号

に掲げる額を申請に係る

住戸数で除して得た金額

床面積が２０

０平方メート

ルを超え５０

０平方メート

ル以内のもの

１件につき次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に

定める額

（１） 一戸建て住宅の場

合（次号に係るものを除

く。） １７４，０００

円

（２） 一戸建ての住宅で

あって、長期使用構造等

適合計画である場合 ２

３，０００円

（３） 共同住宅等の場合

（次号に係るものを除

く。） 第１号に掲げる

床面積が２０

０平方メート

ルを超え５０

０平方メート

ル以内のもの

１件につき次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に

定める額

（１） 次号に掲げるもの

以外の場合 １７４，０

００円

（２） 長期使用構造等確

認計画である場合 ３

８，０００円
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額を申請に係る住戸数で

除して得た金額

（４） 共同住宅等であっ

て、長期使用構造等適合

計画である場合 第２号

に掲げる額を申請に係る

住戸数で除して得た金額

床面積が５０

０平方メート

ルを超え１，

０００平方メ

ートル以内の

もの

１件につき次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に

定める額

（１） 一戸建て住宅の場

合（次号に係るものを除

く。） ２７４，０００

円

（２） 一戸建ての住宅で

あって、長期使用構造等

適合計画である場合 ３

７，０００円

（３） 共同住宅等の場合

（次号に係るものを除

く。） 第１号に掲げる額

を申請に係る住戸数で除し

床面積が５０

０平方メート

ルを超え１，

０００平方メ

ートル以内の

もの

１件につき次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に

定める額

（１） 次号に掲げるもの

以外の場合 ２７４，０

００円

（２） 長期使用構造等確

認計画である場合 ６

１，０００円
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改 正 前 改 正 後

て得た金額

（４） 共同住宅等であっ

て、長期使用構造等適合計

画である場合 第２号に掲

げる額を申請に係る住戸数

で除して得た金額

床面積が１，

０００平方メ

ートルを超え

３，０００平

方メートル以

内のもの（一

戸建ての住宅

にあっては、

１，０００平

方メートルを

超える全ての

もの）

１件につき次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に

定める額

（１） 一戸建て住宅の場

合（次号に係るものを除

く。） ５３４，０００

円

（２） 一戸建ての住宅で

あって、長期使用構造等

適合計画である場合 ５

２，０００円

（３） 共同住宅等の場合

（次号に係るものを除

く。） 第１号に掲げる

額を申請に係る住戸数で

除して得た金額

床面積が１，

０００平方メ

ートルを超え

３，０００平

方メートル以

内のもの（一

戸建ての住宅

にあっては、

１，０００平

方メートルを

超える全ての

もの）

１件につき次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に

定める額

（１） 次号に掲げるもの

以外の場合 ５３４，０

００円

（２） 長期使用構造等確

認計画である場合 ９

９，０００円
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改 正 前 改 正 後

（４） 共同住宅等であっ

て、長期使用構造等適合

計画である場合 第２号

に掲げる額を申請に係る

住戸数で除して得た金額

床面積が３，

０００平方メ

ートルを超え

５，０００平

方メートル以

内のもの（一

戸建ての住宅

を除く。）

１件につき９５０，０００

円（長期使用構造等適合計

画である場合にあっては、

９４，０００円）を申請に

係る住戸数で除して得た金

額

床面積が５，

０００平方メ

ートルを超え

１０，０００

平方メートル

以 内 の も の

（一戸建ての

住 宅 を 除

１件につき１，６２７，０

００円（長期使用構造等適

合計画である場合にあって

は、１５９，０００円）を

申請に係る住戸数で除して

得た金額

床面積が３，

０００平方メ

ートルを超え

５，０００平

方メートル以

内のもの（一

戸建ての住宅

を除く。）

１件につき次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に

定める額

（１） 次号に掲げるもの

以外の場合 ９５０，０

００円

（２） 長期使用構造等確

認計画である場合 １５

６，０００円

床面積が５，

０００平方メ

ートルを超え

１０，０００

平方メートル

以 内 の も の

（一戸建ての

住 宅 を 除

１件につき次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に

定める額

（１） 次号に掲げるもの

以外の場合 １，６２

７，０００円

（２） 長期使用構造等確

認計画である場合 ２３
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く。）

床 面 積 が １

０，０００平

方メートルを

超え２０，０

００平方メー

トル以内のも

の（一戸建て

の 住 宅 を 除

く。）

１件につき３，００４，０

００円（長期使用構造等適

合計画である場合にあって

は、２５９，０００円）を

申請に係る住戸数で除して

得た金額

床 面 積 が ２

０，０００平

方メートルを

超え３０，０

００平方メー

トル以内のも

の（一戸建て

の 住 宅 を 除

く。）

１件につき４，２８９，０

００円（長期使用構造等適

合計画である場合にあって

は、３１８，０００円）を

申請に係る住戸数で除して

得た金額

床 面 積 が ３

０，０００平

方メートルを

１件につき５，２５３，０

００円（長期使用構造等適

合計画である場合にあって

く。） ６，０００円

床 面 積 が １

０，０００平

方メートルを

超え２０，０

００平方メー

トル以内のも

の（一戸建て

の 住 宅 を 除

く。）

１件につき次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に

定める額

（１） 次号に掲げるもの

以外の場合 ３，００

４，０００円

（２） 長期使用構造等確

認計画である場合 ３９

８，０００円

床 面 積 が ２

０，０００平

方メートルを

超え３０，０

００平方メー

トル以内のも

の（一戸建て

の 住 宅 を 除

く。）

１件につき次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に

定める額

（１） 次号に掲げるもの

以外の場合 ４，２８

９，０００円

（２） 長期使用構造等確

認計画である場合 ５０

３，０００円

床 面 積 が ３

０，０００平

方メートルを

１件につき次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に

定める額



20

改 正 前 改 正 後

超 え る も の

（一戸建ての

住 宅 を 除

く。）

は、３３９，０００円）を

申請に係る住戸数で除して

得た金額

６８の２

建築基準関

係規定適合

審査の申出

を併せて行

う長期優良

住宅建築等

計画認定申

請手数料

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第

５条第１項から第３項までの規定に基づく

長期優良住宅建築等計画の認定の申請であ

って、同法第６条第２項の規定に基づく当

該長期優良住宅建築等計画に係る建築基準

法第６条第１項に規定する建築基準関係規

定に適合するかどうかの審査の申出を併せ

て行うものに対する審査

１件につき次に掲げる額を

合算した額（共同住宅等の

場合にあっては、第１号に

掲げる額に、第２号に掲げ

る額を合算した額を申請に

係る住戸数で除して得た金

額を加算して得た額）

（１）・（２） （略）

６８の３

長期優良住

宅建築等計

画変更認定

申請手数料

長期優良

住宅の普

及の促進

に関する

法律第８

条第１項

の規定に

住宅を新築

しようとす

る場合

計画の変更に

係る部分の床

面積の２分の

１（床面積の

増加する部分

にあっては、

当該増加する

１件につき８，０００円と

次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める額と

を合算した額（共同住宅等

の場合にあっては、合算し

た額を申請に係る住戸数で

除して得た金額）

超 え る も の

（一戸建ての

住 宅 を 除

く。）

（１） 次号に掲げるもの

以外の場合 ５，２５

３，０００円

（２） 長期使用構造等確

認計画である場合 ５７

１，０００円

６８の２

建築基準関

係規定適合

審査の申出

を併せて行

う長期優良

住宅建築等

計画認定申

請手数料

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第

５条第１項から第５項までの規定に基づく

長期優良住宅建築等計画の認定の申請であ

って、同法第６条第２項の規定に基づく当

該長期優良住宅建築等計画に係る建築基準

法第６条第１項に規定する建築基準関係規

定に適合するかどうかの審査の申出を併せ

て行うものに対する審査

１件につき次に掲げる額を

合算した額

（１）・（２）（略）

６８の３

長期優良住

宅建築等計

画変更認定

申請手数料

長期優良

住宅の普

及の促進

に関する

法律第８

条第１項

の規定に

住宅を新築

しようとす

る場合

計画の変更に

係る部分の床

面積の２分の

１（床面積の

増加する部分

にあっては、

当該増加する

１件につき８，０００円と

次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める額と

を合算した額
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改 正 前 改 正 後

基づく長

期優良住

宅建築等

計画の変

更の認定

の申請に

対する審

査（次項

に該当す

る場合を

除く。）

部分の床面積

（以下この項

において「床

面 積 」 と い

う。））が１

００平方メー

トル以内のも

の

（１） 長期優良住宅の普

及の促進に関する法律第

６条第１項第１号に掲げ

る基準に係る変更（以下

「第１号変更」とい

う。）の場合（次号に掲

げる場合及び長期使用構

造等適合計画である場合

を除く。） ３９，００

０円

（２） 住宅性能評価適合

住宅に係る第１号変更の

場合 １１，０００円

（一戸建ての住宅の場合

にあっては、３，０００

円）

（３） 長期優良住宅の普

及の促進に関する法律第

６条第１項第２号、第４

号又は第５号に掲げる基

準に係る変更（以下「第

２号等変更」という。）

基づく長

期優良住

宅建築等

計画の変

更の認定

の申請に

対する審

査（次項

に該当す

る場合を

除く。）

部分の床面積

（以下この項

において「床

面 積 」 と い

う。））が１

００平方メー

トル以内のも

の

（１） 長期優良住宅の普

及の促進に関する法律第

６条第１項第１号に掲げ

る基準に係る変更（以下

「第１号変更」とい

う。）の場合（長期使用

構造等確認計画である場

合を除く。） ３９，０

００円

（２） 長期優良住宅の普

及の促進に関する法律第

６条第１項第２号、第５

号又は第６号に掲げる基

準に係る変更（以下「第

２号等変更」という。）
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改 正 前 改 正 後

の場合（長期使用構造等

適合計画である場合を除

く。） ６，０００円

（４） （略）

床面積が１０

０平方メート

ルを超え、２

００平方メー

トル以内のも

の

１件につき１０，０００円

と次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める額

とを合算した額（共同住宅

等の場合にあっては、合算

した額を申請に係る住戸数

で除して得た金額）

（１） 第１号変更の場合

（次号に掲げるもの及び

長期使用構造等適合計画

である場合を除く。）

５２，０００円

（２） 住宅性能評価適合

住宅に係る第１号変更の

場合 １７，０００円

（一戸建ての住宅の場合

にあっては、４，０００

円）

の場合 ６，０００円

（３） （略）

床面積が１０

０平方メート

ルを超え、２

００平方メー

トル以内のも

の

１件につき１０，０００円

と次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める額

とを合算した額

（１） 第１号変更の場合

（長期使用構造等確認計

画である場合を除く。）

５２，０００円
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改 正 前 改 正 後

（３） 第２号等変更の場

合（長期使用構造等適合

計画である場合を除

く。） ７，０００円

（４） （略）

床面積が２０

０平方メート

ルを超え、５

００平方メー

トル以内のも

の

１件につき１４，０００円

と次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める額

とを合算した額（共同住宅

等の場合にあっては、合算

した額を申請に係る住戸数

で除して得た金額）

（１） 第１号変更の場合

（次号に掲げる場合及び

長期使用構造等適合計画

である場合を除く。）

９２，０００円

（２） 住宅性能評価適合

住宅に係る第１号変更の

場合 ３６，０００円

（一戸建ての住宅の場合

にあっては、７，０００

（２） 第２号等変更の場

合 ７，０００円

（３） （略）

床面積が２０

０平方メート

ルを超え、５

００平方メー

トル以内のも

の

１件につき１４，０００円

と次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める額

とを合算した額

（１） 第１号変更の場合

（長期使用構造等確認計

画である場合を除く。）

９２，０００円
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円）

（３） 第２号等変更の場

合（長期使用構造等適合

計画である場合を除

く。） １０，０００円

（４） （略）

床面積が５０

０平方メート

ル を 超 え 、

１，０００平

方メートル以

内のもの

１件につき２４，０００円

と次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める額

とを合算した額（共同住宅

等の場合にあっては、合算

した額を申請に係る住戸数

で除して得た金額）

（１） 第１号変更の場合

（次号に掲げる場合及び

長期使用構造等適合計画

である場合を除く。）

１４３，０００円

（２） 住宅性能評価適合

住宅に係る第１号変更の

場合 ５７，０００円

（一戸建ての住宅の場合

（２） 第２号等変更の場

合 １０，０００円

（３） （略）

床面積が５０

０平方メート

ル を 超 え 、

１，０００平

方メートル以

内のもの

１件につき２４，０００円

と次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める額

とを合算した額

（１） 第１号変更の場合

（長期使用構造等確認計

画である場合を除く。）

１４３，０００円
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にあっては、１１，００

０円）

（３） 第２号等変更の場

合（長期使用構造等適合

計画である場合を除

く。） １６，０００円

（４） （略）

床面積が１，

０００平方メ

ー ト ル を 超

え、３，００

０平方メート

ル以内のもの

（一戸建ての

住宅の場合に

あ っ て は 、

１，０００平

方メートルを

超える全ての

もの）

１件につき３４，０００円

と次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める額

とを合算した額（共同住宅

等の場合にあっては、合算

した額を申請に係る住戸数

で除して得た金額）

（１） 第１号変更の場合

（次号に掲げる場合及び

長期使用構造等適合計画

である場合を除く。）

２９１，０００円

（２） 住宅性能評価適合

住宅に係る第１号変更の

場合 １１６，０００円

（２） 第２号等変更の場

合 １６，０００円

（３） （略）

床面積が１，

０００平方メ

ー ト ル を 超

え、３，００

０平方メート

ル以内のもの

（一戸建ての

住宅の場合に

あ っ て は 、

１，０００平

方メートルを

超える全ての

もの）

１件につき３４，０００円

と次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める額

とを合算した額

（１） 第１号変更の場合

（長期使用構造等確認計

画である場合を除く。）

２９１，０００円
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改 正 前 改 正 後

（一戸建ての住宅の場合

にあっては、２１，００

０円）

（３） 第２号等変更の場

合（長期使用構造等適合

計画である場合を除

く。） ３１，０００円

（４） （略）

床面積が３，

０００平方メ

ー ト ル を 超

え、５，００

０平方メート

ル以内のもの

（一戸建ての

住 宅 を 除

く。）

１件につき６２，０００円

と次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める額

とを合算した額（共同住宅

等の場合にあっては、合算

した額を申請に係る住戸数

で除して得た金額）

（１） 第１号変更の場合

（次号に掲げる場合及び

長期使用構造等適合計画

である場合を除く。）

５３０，０００円

（２） 住宅性能評価適合

住宅に係る第１号変更の

（２） 第２号等変更の場

合 ３１，０００円

（３） （略）

床面積が３，

０００平方メ

ー ト ル を 超

え、５，００

０平方メート

ル以内のもの

（一戸建ての

住 宅 を 除

く。）

１件につき６２，０００円

と次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める額

とを合算した額

（１） 第１号変更の場合

（長期使用構造等確認計

画である場合を除く。）

５３０，０００円
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場合 ２０５，０００円

（３） 第２号等変更の場

合（長期使用構造等適合

計画である場合を除

く。） ４２，０００円

（４） （略）

床面積が５，

０００平方メ

ー ト ル を 超

え、１０，０

００平方メー

トル以内のも

の（一戸建て

の 住 宅 を 除

く。）

１件につき１０５，０００

円と次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定める

額とを合算した額（共同住

宅等の場合にあっては、合

算した額を申請に係る住戸

数で除して得た金額）

（１） 第１号変更の場合

（次号に掲げる場合及び

長期使用構造等適合計画

である場合を除く。）

９２８，０００円

（２） 住宅性能評価適合

住宅に係る第１号変更の

場合 ３１７，０００円

（３） 第２号等変更の場

（２） 第２号等変更の場

合 ４２，０００円

（３） （略）

床面積が５，

０００平方メ

ー ト ル を 超

え、１０，０

００平方メー

トル以内のも

の（一戸建て

の 住 宅 を 除

く。）

１件につき１０５，０００

円と次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定める

額とを合算した額

（１） 第１号変更の場合

（長期使用構造等確認計

画である場合を除く。）

９２８，０００円

（２） 第２号等変更の場
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改 正 前 改 正 後

合（長期使用構造等適合

計画である場合を除

く。） ５２，０００円

（４） （略）

床 面 積 が １

０，０００平

方メートルを

超え、２０，

０００平方メ

ートル以内の

もの（一戸建

ての住宅を除

く。）

１件につき１７２，０００

円と次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定める

額とを合算した額を申請に

係る住戸数で除して得た金

額

（１） 第１号変更の場合

（次号に掲げる場合及び

長期使用構造等適合計画

である場合を除く。）

１，７３７，０００円

（２） 住宅性能評価適合

住宅に係る第１号変更の

場合 ５９６，０００円

（３） 第２号等変更の場

合（長期使用構造等適合

計画である場合を除

く。） ９４，０００円

合 ５２，０００円

（３） （略）

床 面 積 が １

０，０００平

方メートルを

超え、２０，

０００平方メ

ートル以内の

もの（一戸建

ての住宅を除

く。）

１件につき１７２，０００

円と次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定める

額とを合算した額

（１） 第１号変更の場合

（長期使用構造等確認計

画である場合を除く。）

１，７３７，０００円

（２） 第２号等変更の場

合 ９４，０００円
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改 正 前 改 正 後

（４） （略）

床面積が、２

０，０００平

方メートルを

超え、３０，

０００平方メ

ートル以内の

もの（一戸建

ての住宅を除

く。）

１件につき２１１，０００

円と次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定める

額とを合算した額を申請に

係る住戸数で除して得た金

額

（１） 第１号変更の場合

（次号に掲げる場合及び

長期使用構造等適合計画

である場合を除く。）

２，５２４，０００円

（２） 住宅性能評価適合

住宅に係る第１号変更の

場合 ８３８，０００円

（３） 第２号等変更の場

合（長期使用構造等適合

計画である場合を除

く。） １２５，０００

円

（４） （略）

床 面 積 が ３ １件につき２２５，０００

（３） （略）

床面積が、２

０，０００平

方メートルを

超え、３０，

０００平方メ

ートル以内の

もの（一戸建

ての住宅を除

く。）

１件につき２１１，０００

円と次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定める

額とを合算した額

（１） 第１号変更の場合

（長期使用構造等確認計

画である場合を除く。）

２，５２４，０００円

（２） 第２号等変更の場

合 １２５，０００円

（３） （略）

床 面 積 が ３ １件につき２２５，０００
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０，０００平

方メートルを

超 え る も の

（一戸建ての

住 宅 を 除

く。）

円と次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定める

額とを合算した額を申請に

係る住戸数で除して得た金

額

（１） 第１号変更の場合

（次号に掲げる場合及び

長期使用構造等適合計画

である場合を除く。）

３，１２１，０００円

（２） 住宅性能評価適合

住宅に係る第１号変更の

場合 １，０３９，００

０円

（３） 第２号等変更の場

合（長期使用構造等適合

計画である場合を除

く。） １５７，０００

円

（４） （略）

住宅を増築

し、又は改

床面積が１０

０平方メート

１件につき１１，０００円

と次の各号に掲げる区分に

０，０００平

方メートルを

超 え る も の

（一戸建ての

住 宅 を 除

く。）

円と次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定める

額とを合算した額

（１） 第１号変更の場合

（長期使用構造等確認計

画である場合を除く。）

３，１２１，０００円

（２） 第２号等変更の場

合 １５７，０００円

（３） （略）

住宅を増築

し、又は改

床面積が１０

０平方メート

１件につき１１，０００円

と次の各号に掲げる区分に
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築しようと

する場合

ル以内のもの 応じ、当該各号に定める額

とを合算した額（共同住宅

等の場合にあっては、合算

した額を申請に係る住戸数

で除して得た金額）

（１） 第１号変更の場合

（次号に掲げる場合及び

長期使用構造等適合計画

である場合を除く。）

５６，０００円

（２） 第２号等変更の場

合（長期使用構造等適合

計画である場合を除

く。） ９，０００円

（３） （略）

床面積が１０

０平方メート

ルを超え２０

０平方メート

ル以内のもの

１件につき１４，０００円

と次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める額

とを合算した額（共同住宅

等の場合にあっては、合算

した額を申請に係る住戸数

で除して得た金額）

築しようと

する場合

ル以内のもの 応じ、当該各号に定める額

とを合算した額

（１） 第１号変更の場合

（長期使用構造等確認計

画である場合を除く。）

５６，０００円

（２） 第２号等変更の場

合 ９，０００円

（３） （略）

床面積が１０

０平方メート

ルを超え２０

０平方メート

ル以内のもの

１件につき１４，０００円

と次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める額

とを合算した額
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改 正 前 改 正 後

（１） 第１号変更の場合

（次号に掲げる場合及び

長期使用構造等適合計画

である場合を除く。）

７６，０００円

（２） 第２号等変更の場

合（長期使用構造等適合

計画である場合を除

く。） １１，０００円

（３） （略）

床面積が２０

０平方メート

ルを超え５０

０平方メート

ル以内のもの

１件につき２１，０００円

と次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める額

とを合算した額（共同住宅

等の場合にあっては、合算

した額を申請に係る住戸数

で除して得た金額）

（１） 第１号変更の場合

（次号に掲げる場合及び

長期使用構造等適合計画

である場合を除く。）

１３６，０００円

（１） 第１号変更の場合

（長期使用構造等確認計

画である場合を除く。）

７６，０００円

（２） 第２号等変更の場

合 １１，０００円

（３） （略）

床面積が２０

０平方メート

ルを超え５０

０平方メート

ル以内のもの

１件につき２１，０００円

と次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める額

とを合算した額

（１） 第１号変更の場合

（長期使用構造等確認計

画である場合を除く。）

１３６，０００円
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改 正 前 改 正 後

（２） 第２号等変更の場

合（長期使用構造等適合

計画である場合を除

く。） １６，０００円

（３） （略）

床面積が５０

０平方メート

ルを超え１，

０００平方メ

ートル以内の

もの

１件につき３５，０００円

と次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める額

とを合算した額（共同住宅

等の場合にあっては、合算

した額を申請に係る住戸数

で除して得た金額）

（１） 第１号変更の場合

（次号に掲げる場合及び

長期使用構造等適合計画

である場合を除く。）

２１３，０００円

（２） 第２号等変更の場

合（長期使用構造等適合

計画である場合を除

く。） ２４，０００円

（３） （略）

（２） 第２号等変更の場

合 １６，０００円

（３） （略）

床面積が５０

０平方メート

ルを超え１，

０００平方メ

ートル以内の

もの

１件につき３５，０００円

と次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める額

とを合算した額

（１） 第１号変更の場合

（長期使用構造等確認計

画である場合を除く。）

２１３，０００円

（２） 第２号等変更の場

合 ２４，０００円

（３） （略）
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床面積が１，

０００平方メ

ートルを超え

３，０００平

方メートル以

内のもの（一

戸建ての住宅

の場合にあっ

ては、１，０

００平方メー

トルを超える

全てのもの）

１件につき５０，０００円

と次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める額

とを合算した額（共同住宅

等の場合にあっては、合算

した額を申請に係る住戸数

で除して得た金額）

（１） 第１号変更の場合

（次号に掲げる場合及び

長期使用構造等適合計画

である場合を除く。）

４３５，０００円

（２） 第２号等変更の場

合（長期使用構造等適合

計画である場合を除

く。） ４７，０００円

（３） （略）

床面積が３，

０００平方メ

ートルを超え

５，０００平

方メートル以

１件につき９２，０００円

と次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める額

とを合算した額を申請に係

る住戸数で除して得た金

床面積が１，

０００平方メ

ートルを超え

３，０００平

方メートル以

内のもの（一

戸建ての住宅

の場合にあっ

ては、１，０

００平方メー

トルを超える

全てのもの）

１件につき５０，０００円

と次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める額

とを合算した額

（１） 第１号変更の場合

（長期使用構造等確認計

画である場合を除く。）

４３５，０００円

（２） 第２号等変更の場

合 ４７，０００円

（３） （略）

床面積が３，

０００平方メ

ートルを超え

５，０００平

方メートル以

１件につき９２，０００円

と次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める額

とを合算した額
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内のもの（一

戸建ての住宅

を除く。）

額）

（１） 第１号変更の場合

（次号に掲げる場合及び

長期使用構造等適合計画

である場合を除く。）

７９３，０００円

（２） 第２号等変更の場

合（長期使用構造等適合

計画である場合を除

く。） ６３，０００円

（３） （略）

床面積が５，

０００平方メ

ートルを超え

１０，０００

平方メートル

以 内 の も の

（一戸建ての

住 宅 を 除

く。）

１件につき１５７，０００

円と次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定める

額とを合算した額を申請に

係る住戸数で除して得た金

額）

（１） 第１号変更の場合

（次号に掲げる場合及び

長期使用構造等適合計画

である場合を除く。）

１，３９０，０００円

内のもの（一

戸建ての住宅

を除く。）

（１） 第１号変更の場合

（長期使用構造等確認計

画である場合を除く。）

７９３，０００円

（２） 第２号等変更の場

合 ６３，０００円

（３） （略）

床面積が５，

０００平方メ

ートルを超え

１０，０００

平方メートル

以 内 の も の

（一戸建ての

住 宅 を 除

く。）

１件につき１５７，０００

円と次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定める

額とを合算した額

（１） 第１号変更の場合

（長期使用構造等確認計

画である場合を除く。）

１，３９０，０００円
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（２） 第２号等変更の場

合（長期使用構造等適合

計画である場合を除

く。） ７８，０００円

（３） （略）

床 面 積 が １

０，０００平

方メートルを

超え２０，０

００平方メー

トル以内のも

の（一戸建て

の 住 宅 を 除

く。）

１件につき２５７，０００

円と次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定める

額とを合算した額を申請に

係る住戸数で除して得た金

額）

（１） 第１号変更の場合

（次号に掲げる場合及び

長期使用構造等適合計画

である場合を除く。）

２，６０４，０００円

（２） 第２号等変更の場

合（長期使用構造等適合

計画である場合を除

く。） １４１，０００

円

（３） （略）

（２） 第２号等変更の場

合 ７８，０００円

（３） （略）

床 面 積 が １

０，０００平

方メートルを

超え２０，０

００平方メー

トル以内のも

の（一戸建て

の 住 宅 を 除

く。）

１件につき２５７，０００

円と次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定める

額とを合算した額

（１） 第１号変更の場合

（長期使用構造等確認計

画である場合を除く。）

２，６０４，０００円

（２） 第２号等変更の場

合 １４１，０００円

（３） （略）
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改 正 前 改 正 後

床 面 積 が ２

０，０００平

方メートルを

超え３０，０

００平方メー

トル以内のも

の（一戸建て

の 住 宅 を 除

く。）

１件につき３１６，０００

円と次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定める

額とを合算した額を申請に

係る住戸数で除して得た金

額）

（１） 第１号変更の場合

（次号に掲げる場合及び

長期使用構造等適合計画

である場合を除く。）

３，７８３，０００円

（２） 第２号等変更の場

合（長期使用構造等適合

計画である場合を除

く。） １８８，０００

円

（３） （略）

床 面 積 が ３

０，０００平

方メートルを

超 え る も の

（一戸建ての

１件につき３３６，０００

円と次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定める

額とを合算した額を申請に

係る住戸数で除して得た金

床 面 積 が ２

０，０００平

方メートルを

超え３０，０

００平方メー

トル以内のも

の（一戸建て

の 住 宅 を 除

く。）

１件につき３１６，０００

円と次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定める

額とを合算した額

（１） 第１号変更の場合

（長期使用構造等確認計

画である場合を除く。）

３，７８３，０００円

（２） 第２号等変更の場

合 １８８，０００円

（３） （略）

床 面 積 が ３

０，０００平

方メートルを

超 え る も の

（一戸建ての

１件につき３３６，０００

円と次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定める

額とを合算した額
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改 正 前 改 正 後

住 宅 を 除

く。）

額）

（１） 第１号変更の場合

（次号に掲げる場合及び

長期使用構造等適合計画

である場合を除く。）

４，６７９，０００円

（２） 第２号等変更の場

合（長期使用構造等適合

計画である場合を除

く。） ２３５，０００

円

（３） （略）

６８の４

建築基準関

係規定適合

審査の申出

を併せて行

う長期優良

住宅建築等

計画変更認

定申請手数

料

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第

８条第１項の規定に基づく長期優良住宅建

築等計画の変更の認定の申請であって、同

条第２項において準用する同法第６条第２

項の規定に基づく当該長期優良住宅建築等

計画に係る建築基準法第６条第１項に規定

する建築基準関係規定に適合するかどうか

の審査の申出を併せて行うものに対する審

査

１件につき次に掲げる額を

合算した額（共同住宅等の

場合にあっては、第１号に

掲げる額に、第２号に掲げ

る額を合算した額を申請に

係る住戸数で除して得た金

額を加算して得た額）

（１）・（２） （略）

住 宅 を 除

く。） （１） 第１号変更の場合

（長期使用構造等確認計

画である場合を除く。）

４，６７９，０００円

（２） 第２号等変更の場

合 ２３５，０００円

（３） （略）

６８の４

建築基準関

係規定適合

審査の申出

を併せて行

う長期優良

住宅建築等

計画変更認

定申請手数

料

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第

８条第１項の規定に基づく長期優良住宅建

築等計画の変更の認定の申請であって、同

条第２項において準用する同法第６条第２

項の規定に基づく当該長期優良住宅建築等

計画に係る建築基準法第６条第１項に規定

する建築基準関係規定に適合するかどうか

の審査の申出を併せて行うものに対する審

査

１件につき次に掲げる額を

合算した額

（１）・（２） （略）
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改 正 前 改 正 後

６８の５

譲受人を決

定した場合

における認

定を受けた

長期優良住

宅建築等計

画変更認定

申請手数料

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第

９条第１項の規定に基づく同法第８条第１

項の規定による長期優良住宅建築等計画の

変更の認定の申請に対する審査

１件につき ６，０００円

（略）

６８の５

譲受人を決

定した場合

における認

定を受けた

長期優良住

宅建築等計

画変更認定

申請手数料

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第

９条第１項又は第３項の規定に基づく同法

第８条第１項の規定による長期優良住宅建

築等計画の変更の認定の申請に対する審査

１件につき ６，０００円

（略）

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和４年２月２０日（以下「施行日」という。）から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の橿原市手数料徴収条例（以下「改正後の条例」という。）別表の規定は、施行日以後の申請に係る手数料について適用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお

従前の例による。

３ 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律（令和３年法律第４８号）附則第２条第２項に規定する長期優

良住宅建築等計画に関する長期優良住宅建築等計画の変更（譲受人を決定した場合における変更を含む。）の認定の申請に係る手数料については、改正後の条例別表の規定にかかわ

らず、なお従前の例による。

理由 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴い、長期優良住宅建築等計画の認定、変更の認定及び容積率の特例許可に係る整備が行われたため、これらに係る手数料
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を規定する等、所要の改正を行うもの



1

議第７０号

橿原市景観条例の一部改正について

橿原市景観条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和３年１２月６日提出

橿原市長 亀田 忠彦

橿原市景観条例の一部を改正する条例

橿原市景観条例（平成１８年橿原市条例第３０号）の一部を次の表のように改正する。

（下線部分は改正部分）

新旧対照表

改 正 前 改 正 後

目次

第２章 景観形成施策等（第９条～第１３条）

第３章 景観法の施行に関する事項（第１４条～第１９条）

第４章 景観形成の推進（第２０条～第２５条）

第５章 雑則（第２６条・第２７条）

目次

第２章 景観形成施策等（第９条～第１４条）

第３章 景観法の施行に関する事項（第１５条～第２０条）

第４章 景観形成の推進（第２１条～第２６条）

第５章 雑則（第２７条・第２８条）

（沿道景観保全地区の指定等）

第１１条 市長は、良好な沿道景観を保全するため、一定の区域を沿道景観保全地区とし

て指定することができる。

２ 市長は、沿道景観保全地区を指定しようとするときは、当該地区の沿道景観保全計画

を定めなければならない。

３ 沿道景観保全計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

（１） 沿道景観保全地区内における景観形成に関する方針

（２） 沿道景観保全地区内における景観形成のための行為の制限に関する事項で、建



2

改 正 前 改 正 後

（景観形成推進地区の指定等）

第１１条 （略）

（景観形成事業の推進）

第１２条 市長は、眺望保全地区及び景観形成推進地区において、公共施設の整備又は改

善その他の景観形成に資する事業を積極的に推進するものとする。

（景観計画への規定）

第１３条 市長は、眺望保全地区又は景観形成推進地区を指定したときは、法第８条の規

定による景観計画（以下「景観計画」という。）にこれらを定めることができる。

（景観計画区域内において届出が必要なその他の行為）

第１４条 法第１６条第１項第４号の条例で定める行為は、景観法施行令（平成１６年政

令第３９８号）第４条第４号に掲げる行為で、次の各号に掲げる地区の区分に応じ、当

該各号に定めるものとする。

（１） 眺望保全地区の周辺景観保全エリア 当該行為の用に供する土地の面積が５０

０平方メートル以上のもの

（２） 一般地区（景観計画区域の眺望保全地区以外の地区をいう。以下同じ。）及び

眺望保全地区の遠望景観保全エリア 当該行為の用に供する土地の面積が１，０００

平方メートル以上のもの

第１５条～第２７条 （略）

築物又は工作物の高さの最高限度及び形態意匠の制限等に係る基準

（３） その他沿道景観保全地区における景観形成に必要な事項

（景観形成推進地区の指定等）

第１２条 （略）

（景観形成事業の推進）

第１３条 市長は、眺望保全地区、沿道景観保全地区及び景観形成推進地区において、公

共施設の整備又は改善その他の景観形成に資する事業を積極的に推進するものとする。

（景観計画への規定）

第１４条 市長は、眺望保全地区、沿道景観保全地区又は景観形成推進地区を指定したと

きは、法第８条の規定による景観計画（以下「景観計画」という。）にこれらを定める

ことができる。

（景観計画区域内において届出が必要なその他の行為）

第１５条 法第１６条第１項第４号の条例で定める行為は、景観法施行令（平成１６年政

令第３９８号）第４条第４号に掲げる行為で、次の各号に掲げる地区の区分に応じ、当

該各号に定めるものとする。

（１） 眺望保全地区の周辺景観保全エリア及び沿道景観保全地区 当該行為の用に供

する土地の面積が５００平方メートル以上のもの

（２） 一般地区（景観計画区域の眺望保全地区及び沿道景観保全地区以外の地区をい

う。以下同じ。）及び眺望保全地区の遠望景観保全エリア 当該行為の用に供する土

地の面積が１，０００平方メートル以上のもの

第１６条～第２８条 （略）
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改 正 前 改 正 後

別表（第１８条関係）

地区 行為

眺望保全地区の周辺

景観保全エリア

１～５ （略）

一般地区及び眺望保

全地区の遠望景観保

全エリア

１・２ （略）

３ 工作物の新設、増築、改築又は移転で、次に掲げるものを除

いたもの

（１）～（８） （略）

（９） 高さ１０メートル以上の通信用アンテナ、太陽光発電

施設その他これらに類するもの

（１０）～ （１３） （略）

４・５ （略）

別表（第１９条関係）

地区 行為

眺望保全地区の周辺

景観保全エリア及び

沿道景観保全地区

１～５ （略）

一般地区及び眺望保

全地区の遠望景観保

全エリア

１・２ （略）

３ 工作物の新設、増築、改築又は移転で、次に掲げるものを除

いたもの

（１）～（８） （略）

（９） 高さ１０メートル以上又は行為地の面積１，０００平

方メートル以上の通信用アンテナ、太陽光発電施設その他こ

れらに類するもの

（１０）～ （１３） （略）

４・５ （略）

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、令和４年４月１日から施行する。

（経過措置）

第２条 この条例による改正後の橿原市景観条例の規定は、この条例の施行の日以後に着手する行為について適用し、同日前に着手された行為については、なお従前の例による。
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理由 郊外の幹線道路沿道の自然景観の維持及び保全を図るため、沿道周辺を沿道景観保全地区として指定すること等に伴い、所要の改正を行うもの


